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まえがき 
「大雪山国立公園における登山道整備技術指針」（以下技術指針）は、厳しい自然条件と

利用の集中との複合により生じている登山道の浸食、荒廃に対して、この解消を早急に図り、

大雪山国立公園にふさわしい登山道の保全修復を行うことを目的として策定した。 

登山道の荒廃への対応として、環境省では平成 14 年度から登山道の実態調査及び管理水

準検討調査を実施し、利用要因等を考慮した管理水準の設定、登山道の区分について検討を

行ってきた。一方、植生や荒廃の状況に応じた具体的な整備手法についても早急に検討する

必要性が認識されることとなった。 

本技術指針はこのような中で、登山道の浸食や荒廃に係る要因を的確に捉え、植生の保

全・復元を図りつつ登山道の保全修復を適切に行うための技術指針として、管理水準と相ま

って、関係機関の共通の理解のもと、大雪山国立公園にふさわしい登山道づくりを進めるこ

とを主眼としてとりまとめた。 

本技術指針策定に際しては、有識者及び関係行政機関による検討委員会（「大雪山国立公

園における登山道整備技術指針検討会」）において、基本方針をはじめ保全修復工法、整備・

管理体制等について議論を行った。 

なお、この技術指針の適用に際しては検討会における議論を踏まえてとくに以下に留意

する必要がある。 

・ 本技術指針は既存の登山道を対象とし、かつ保全修復を基本とする整備を行う観点か

らとりまとめるものである。 

・ 大雪山における登山道の浸食、荒廃は雪解けと降雨、利用の集中等とが複合して生じ

ておりこれらを考慮した保全修復を図ることが重要である。 

・ 保全修復に際しては、とくに植生の保全復元、流水のコントロールに留意し、利用者

のコントロールも含めて総合的な対策を講じる必要がある。 

・ 保全修復に際しては荒廃の防止、植生の保全復元にむけて必要最小限度の手の入れ方

を行うものとし、むやみに手を入れて安定した状況を損傷しない。 

・ とくに周辺に対してはその保全を第 1に考慮し、立入は必要最小限に抑えることを基

本とする。 

・ 登山道の保全修復に係る関係者や、実際に作業を行う担当者に対する保全のための講

習、および保全修復技術修得のための研修を行うことが必要である。 

以上に留意した上で、本技術指針については、今後の試行検証等を踏まえてより具体的

な内容の充実を図る必要があり、その充実に向けた取り組みを行うものとする。 
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２．登山道整備の基本方針及び方策

４．整備・管理体制および試行検証

３．登山道の保全修復工法

１．基本的事項

登山道整備技術指針策定の目的

①　整備技術指針作成のねらい

②　対象登山道及び適用範囲

③　大雪山国立公園における登山道の特徴

④　登山道の浸食の原因

⑤　登山道の管理水準

①　登山道整備の基本的な考え方

②　登山道の整備方針

①　登山道の整備・管理体制

②　登山道整備技術指針の試行検証

大雪山国立公園における登山道整備技術指針（案）

とりまとめ

①　登山道整備の手順

③　タイプ別保全修復技法

④　登山道の安全確保対策

⑤　登山道の保守管理手法

⑥　登山道整備事例

③　植生保全復元方策

④　流水のコントロール方策

②　保全修復の基礎技術

⑤　踏圧等人為的インパクトの低減方策

 

図 1 整備技術指針の構成 

序．登山道整備技術指針の構成 
大雪山国立公園における登山道整備技術指針の構成については、継続性のある効果

的な登山道の管理・整備を行うことを可能にするという策定の目的を踏まえ、共通の理

解と目標のもとで取り組む視点から以下の４つの項目を軸に構成する。 

１．基本的事項 

２．登山道整備の基本方針及び方策 

３．登山道の保全修復工法 

４．整備管理体制及び試行検証 

 

本指針は、登山道の整備に係る多様

な関係者（行政機関、研究者、設計・

施工担当者、ボランティア協力者等）

が共通の理解を持って対応を図るた

めの技術指針として活用するもので

ある。 

そのため第一に指針作成のねらい、

登山道の特徴、浸食の原因・メカニズ

ム、管理水準、事例等基本的な事項に

ついて整理したうえで、共通して認識

し、整備の際の判断基準となる基本方

針と方策について明確にする。これら

に基づいた上で登山道の保全修復工

法について、手順や基礎技術、多様な

保全修復技法等についてとりまとめ、

最後にどのような体制で進め、どう検

証していくか基本的な方向を示すも

のとする。  

なお本技術指針は平成 14 年度から

進められてきた大雪山国立公園にお

ける登山道管理水準検討調査をふま

えて、利用要因を考慮しつつ、技術的

な観点から植生等の状況、荒廃の程度

に応じた保全修復の具体的かつ実用

的指針として策定するものである。 
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１．基本的事項 
（１）整備技術指針作成のねらい 

大雪山にふさわしい登山道の継続的かつ効果的な保全修復を進めるうえで、技術指針

の作成に際しては、以下の点をねらいとしてとりまとめを行う。 

① これまでの大雪山の他国内各地における積み重ねや種々の経験と知見を活用・整

理し技術的蓄積を図る。 

② 登山道の荒廃等の現状やその要因に対する共通の理解と対応策が得られるよう

整理する。 

③ 周辺の生態系や景観への影響が発生している箇所について、すみやかにその軽

減・防止を図るための方策に重点を置く。 

 

 

 

大雪山の登山道に関してこれまで種々の研究や整備が積み

重ねられてきている。特に黒岳周辺における登山道の補修や浸

食に関する研究、愛山渓における試験施工など貴重な実績があ

りこれらを最大限に活用して整理を行う。 
 

 

登山道整備は全国に共通した課題であり、様々な工夫等がな

されている。また河川、砂防、治山、造園その他多様な技術的

知見がありこれらを活かしたとりまとめを行う。 
 

 

登山道の整備をきめ細かく行う上では個々の場所の特性を

理解した対応を図る必要がある。そのため基本的な浸食等の仕

組みを把握して応用が図れるようわかりやすくとりまとめを行

うものとする。 
 

 

登山道の荒廃、浸食については出来るだけ影響の軽微な時点

で対応を図ることが望ましく、特に植生の損傷など表面の被覆

が重要であり、単に歩きやすさを目的とするのではなく保全修

復に重点を置いて整理を行うものとする。 

 

登山道整備にかかる 

経験や知見を 

最大限に活用する 

 

 

登山道の荒廃と 

その要因に対する 

共通の理解と対応策 

を得る 

 

すみやかに 

浸食等の影響を 

軽減・防止する方策 

に重点を置く 

大雪山における登山道整備の積み重ね・モデルを活用する。 

国内各地の登山道整備事例および多様な分野の知見を活かす。 

浸食等のメカニズムとその対応策をわかりやすく整理する。 

登山道の早急な保全修復に重点を置いた工法の整理。 
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写真１ 登山道の状況（表大雪、十勝、東大雪） 

（２）対象登山道及び適用範囲 
① 本技術指針では基本的に大雪山国立公園における登山道（登山を主目的として

利用する歩道）を対象とする。 

なお大雪山国立公園計画における歩道の位置づけ及び保護利用計画等を考慮した整

備内容とし、浸食の状況、利用の状況等を踏まえて実施するものとする。 

② この指針では大雪山における登山道整備の基本的な指針を示すものとし、既存

の登山道についての保全修復、及び維持補修を軸としてとりまとめる。 

③ 登山道整備については大がかりな保全修復と、小規模な保全修復及び維持補修

等に区分されるが、本指針ではこれらを含めて適用範囲とする。 

 

本技術指針は、基本的に大雪山国立公園における既存の登山道の保全修復等を対象と

してとりまとめるものであり、新規の登山道整備を取り扱うものではない。 

また、登山道整備には予算等を要する場合や、地元・グリーンワーカー等で行う場合

などが想定され、本指針ではこれらのケースも含めて適用することとする。 

大雪山国立公園の公園計画 40 路線は全長で約 292km に達し、平成 13 年から平成 15

年にかけて行った環境省の踏査データから概要を整理すると下記のようである。 

＜表・北大雪方面（21 路線）＞ 

・この方面での利用が一番多く、年間に登山客だけで 12 万人の入込みがある。登山客の

ほとんどが 6 月から 10 月に集中する。特に銀座通りと呼ばれる旭岳から黒岳にかけての

利用が多い。登山道の荒廃（浸食、崩壊、泥濘化、複線化）は愛山渓、お鉢周辺、裾合

平などで顕著である。 

＜十勝方面（9 路線）＞ 

・利用は表大雪方面に比べて少ない。 

・比較的新しい火山性地質のため、浸食などに弱いと考えられる。 

＜東大雪方面（11 路線）＞ 

・アクセスが不便なため、大雪山の中でも入り込みが少ない場所である。 

・ 全体的にこの方面の登山道荒廃の程度は軽微である。 
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図 2 大雪山系登山ルート図 
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（３）大雪山国立公園における登山道の特徴 
大雪山の登山道では以下の事象が見られ、基本事項として留意する必要がある。 

① 高山帯に平坦な地形が多く、集水域からの流入水が顕著で水はけが悪い。 

② 火山性堆積物等を主体とし、融雪、降水、踏圧による浸食や崩壊を受け易い。 

③ 融雪期の降雨・凍結融解による浸食、積雪圧による施設へのダメージがある。 

④ 雪田植生群落や風衝草地は脆弱であり、一旦浸食が進行すると回復が困難。 

⑤ 表大雪では年間 12 万人、融雪期の 6月中旬～10 月上旬の約 3 ヶ月半に集中。 

⑥ 複合要因から浸食、崩壊、泥濘化の荒廃が進行、拡大や複線化が生じている。 

 

＜地形・地質面＞ 

・ 地形的特徴として高山帯には平坦な地形が多く、こうした場所の登山道で水はけが悪い。

また、高山帯の集水域上流部を登山道が通過している場所では通年にわたり流水が見ら

れる他、融雪期には登山道への流入水が顕著となっている。 

・ 地質的には、火山性の地質に由来し特に表面地質（土壌）は火山性堆積物を主体として

いるため、融雪、降水、踏圧による浸食や崩壊を受け易い。火山性堆積物でない場所で

もシルトや泥炭地の場所があり、踏圧に弱い場所が存在する。 

＜気象・植生面＞ 

・ 冬季は積雪や低温の環境にさらされ、登山道にあっては凍結融解による浸食、登山道施

設においては凍上や積雪圧（沈降圧）による施設へのダメージがある。 

・ 植生面からみると雪田植生群落や風衝草地は脆弱であり、一旦浸食が進行すると回復が

困難である。ササ（チシマザサ）やハイマツは夏季に繁茂し、登山道に覆いかぶさり利

用を妨げる場合がある。 

＜利用面＞ 

・ 利用との関係においては、表大雪山一帯では年間 12 万人の登山者がある（H15 年カウン

ターデータ）。この入り込みは登山シーズンである 6月/中旬から 10/上旬の約 3ヶ月半に

集中する。場所的には特に黒岳～旭岳一帯にかけての利用者が多い。また、残雪（融雪）

と開花期が重なる 6 月下旬～7 月には多くの利用があり、加えて、秋の紅葉時期（9月）

には特定の登山道に利用者が集中する。表大雪と比較して十勝、東大雪の利用は少ない

と考えられる。（データはとくになし） 

＜複合要因による浸食＞ 

・ 上記の複合的な特徴（要因）から登山道においては、浸食（縦および横浸食）、崩壊、泥

濘化の３つのパターンで荒廃が進行しており、それらを利用者が避けるために 2 次的に

登山道の拡大や複線化が起こっている。 
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（４）登山道の浸食の原因 
１）浸食の原因とメカニズム 

大雪山をフィールドとした多雪地域における登山道浸食の原因について、以下の点

が明らかになっている。 

① 登山者による登山道への影響（踏圧、はみだし、無秩序な踏み込み等） 

② 凍結融解による土壌浸食 

③ 雪解け水による浸食 

④ 雪解けと登山の時期が重なり浸食を加速 

⑤ 大雨による登山道浸食 

さらにこれまでの種々の登山道に関する調査により以下の原因も指摘されている。 

⑥ 雨水による一連の浸食過程（雨滴浸食、雨水流浸食、雨裂浸食） 

⑦ 森林内における雨水の浸食（樹幹流、林内雨による浸食、リター層の喪失等） 

⑦ 風食（小裸地の発生、冬季の凍上、強風による飛散、地被の損傷、裸地拡大） 

 

 

登山道の浸食については登山者の踏圧を起因として植生の損傷、土壌の流亡、土砂の流出、浸

食の拡大が生じている。【図３省略】 

黒岳近くの登山道では 7年間に１ｍも浸食が進行し登山者による影響が大きい。【図４省略】 

荒廃の状況としては拡幅、複線化、ぬかるみ化、ガレ場の拡大などがあり、要因としては、利

用者数と利用形態がある。 

踏圧による浸食の拡大、複線化は 

・追い越し、すれ違い、近道 

・興味対象への近付き、休息場所 

・ぬかるみ、水路、氷結、残雪の回避 

・障害物(根、破損した土留め等)回避 

・登山靴、アイゼン、ストック等による土壌のかきおこし、コネ返し 

・表面の固結化による表流水の増加等の原因が考えられる 

① 登山者による登山道への影響（踏圧、はみだし、無秩序な踏み込み等） 
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気温が 0度を前後する場合には土壌の水分が凍結融解を繰り返し、持ち上がった土粒子が移動

し浸食が生じる。特に側壁部での流出が著しい。雪の多い大雪では6月まで0度で推移するため、

一部の現象となるが、森林帯や、雪の少ない尾根部で生じる可能性がある。【図６省略】 

 

 

黒岳石室周辺での 5 月から 8 月にかけての消雪過程を見ると登山道上約８ｍもの雪がとけ、

毎日連続的に水が供給されるため、絶え間なく土壌浸食が進み、登山道が水路化してさらに浸

食の拡大を引き起こす要因になっている。【図５省略】 

 

 

大雪山では 6 月の末から 7 月、8 月に登山者が多く、ちょうど雪解けと重なり登山道がぬか

るんだ状態にある。この中を歩くことでさらにぬかるみ、融雪水が流れることで土が流されて

しまうことになる。 

 

 

本州では梅雨の雨水などによる浸食が顕著であるが、大雪においても大雨の際には一気に土壌

浸食が起きる現象が見られるとともに、雨による融雪水の増加、浸食の拡大も想定される。【図

７省略】 

② 凍結融解による土壌浸食 

③ 雪解け水による土壌浸食 

④ 雪解けと登山の時期が重なり浸食を加速 

⑤ 大雨による登山道浸食 
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降雨による浸食過程については治山・砂防分野等で明らかにされており、以下の過程で浸食が

進む。とくに雨滴による土壌浸透性の悪化や、雨水流の土を巻き上げながら運搬浸食するしくみ

があり、また大きな溝を形成するガリー浸食（雨裂浸食）は勾配変化点でさらに浸食を拡大する。

そのため基本的には流水を出来るだけ分散するとともに、掃流力を低減するための流速を落とす

工夫が必要となる。【図８省略】 

 

 

一方森林内においては山地保全学の分野で森林の侵食防止機能が示されており、樹冠層で降雨

が遮断貯留されるものの、樹幹流と林内雨となって浸食の要因となるがリターが浸食を防止して

いる。しかし踏圧によりこのリター層が失われるため森林内の登山道でも水路化等浸食が進むこ

ととなる。【図９省略】 

 

 

山頂付近では風が強く風衝荒廃地として裸

地化する現象が見られる。小裸地が発生し冬

季の凍上によって粗しょうになった土壌が強

風によって吹き飛ばされ裸地がさらに拡大す

る。 

本年 9 月の調査では台風時の風によると想

定される地被（植生と土壌）のまくれあがり

が見られた。 

⑥ 雨水による一連の浸食過程（雨滴浸食、雨水流浸食、雨裂浸食） 

⑦ 森林内における雨水の浸食（樹幹流、林内雨による浸食、リター層の喪失等） 

⑧ 風食（小裸地の発生、冬季の凍上、強風による飛散、地被の損傷、裸地拡大） 

 
写真２ 中岳分岐手前の尾根における地被の損傷 
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２）融雪水と雨水の流出量の算出（登山道上を流れる水の量のめやす） 
登山道の浸食が、踏圧による植生・土壌の損傷に加えて雨水など流水等の複合作用により進

行するメカニズムが明らかになる中で、大雪山においては、とくに融雪水の流出、雨水の流出、

融雪期の雨水との複合的な流出が、登山時期と重なることにより浸食の拡大を招いている。そ

のためこれらの融雪水や雨水について基本的にどのような影響を受けるかを把握しておく必要

がある。 

① 大雪山系における融雪水の流出量の試算 

積雪量については地形の違いにより差が著しく、場所により異なるが、高山帯で平坦な地形

の多い大雪山系においては、浸食に対する影響が大きい。 

高山帯の積雪量に関しては、1998 年に黒岳石室周辺の消雪過程を測量したデータおよび黒

岳 7 合目における積雪深の推移を示すデータがあり（出典：「平成 13 年度国立・国定公園にお

ける登山道のあり方検討調査報告書」（環境省自然環境局、財団法人自然環境研究センター）、

これらに基づいて試算を行う。【図 10 省略】 
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融雪水量については、8m の雪が３ヶ月間で融けるとし、雪の比重を 0.5、1 日の内 8

時間融け出すとすると、 

(8m×0.5)/(3×30×8hr)=0.0056m/hr=5.6mm/hr 

となり、降雨強度 5.6mm/hr に相当する。 

流出量については、1ha の集水面積（概ね 100ｍ四方）があるものとすると、約

0.0124m3/sec の水が流れ、登山道の幅を 1m、勾配を 10％とすると 2.5cm 程度の水深、

流速約 0.65m/s で流出することが想定される。 

また、掃流力の計算を行うと 3cm 位までの砂礫は流出するものと想定される。なお、

構造物の周囲等で局所的に流速が増加し、洗掘が生じるため留意する必要がある。 

 
表１ 登山道を流れる水の水理計算（融雪水の場合） 

雨水流出量 マニングの公式による流速 掃流力
Q=cia/360 V=1/n*R^(2/3)*I^(1/2) U2=g*h*I
流出係数　c: 0.8 山地河川 重力加速度 g: 9.8 m/s2
降雨強度　i: 5.6 mm/hr 粗度係数n: 0.04 山地流路 計画水深 h: 0.025 m

流域面積　a: 1 ha 径深R: 0.0238 m 水面勾配　I: 0.1
Q= 0.01244 m3/sec 勾配I: 0.1 =10%

底辺 1 m 計画流路A
高さ 0.025 m U2A= 0.0245 m2/s2
潤辺S 1.05

断面積A 0.025 ㎡ 限界掃流力
流速V= 0.6543 m/s U2C=80.9*d

砂礫の粒径d: 3 cm
Q=AV U2C= 242.7 cm2/s2
流水面積A: 0.025 ㎡ 0.02427 m2/s2

流速V: 0.6543 m/s <U2A 移動する
流量Q= 0.0164 m3/sec  

これらの計算からは、高山帯における土砂の流出が降雨強度としては小さいけれど

も融雪水によっても生じていることが把握され、踏圧を受けることにより常時土壌粒子

の流出が生じ、浸食の進むことが想定される。 

 

② 大雪山系における雨水の流出量の試算 

大雪山系における気象データは旭岳、層雲峡（540m）、前富良野岳（746m）等で気

象庁により観測されているが降水量等に限られている。 

旭岳の姿見の池にあるアメダスロボット雨量計（標高 1,620 m）の月降水量データお

よび日最大雨量データについては以下の通りである。 

月平均値を見ると 7，8 月に 200mm を超える降水量があり合計では 700ｍｍを越える

雨が 4 ヶ月間（夏期）で降っている。極値としては 2001 年の 7 月には 620ｍｍを越える

雨を記録している。これらの降雨は融雪とともに浸食に作用するためその影響について

も考慮する必要がある。 
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表２ 旭岳の降水量の月平均値 

旭岳（北緯43度39.7分，統計142度49.6分）
月降水量
月 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

6
7 270 265 332 48 127 132 237
8 167 239 473 302 281 76 264 133 213 192 336 301 77
9 123 106 106 285 131 125 199 148

月 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 平均
6 41 18 16 39 32 76 65 71 44.8
7 73 50 377 345 182 193 485 455 620 327 80 256.5
8 352 158 441 380 234 337 241 239 145 358 359 262.4
9 328 156 239 150 202 111 314 312 280 34 146 183.9
はアメダスデータに補足した数値を示す（渡辺委員による）  

また日最大雨量データをみると 8 月に 100mm を越える年が 1979 年以降 25 年間で 6

回記録している。2001 年 7 月には 186mm を記録している。 
 

表３ 旭岳の降水量の日最大雨量 

最大日降水量(mm)
月 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

7 75 46 63 19 56 37 40
8 75 56 174 109 51 25 80 42 52 39 92 101 23
9 31 33 19 36 36 29

月 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
7 42 23 74 72 53 43 93 72 186 59 19
8 94 28 136 61 73 123 71 66 35 62 103
9 38 55 71 85 107 30  

 

一方降雨強度として用いられる最大１時間降水量の極値については、旭岳で 2001 年 7

月に 51mm/hr を記録している。前富良野岳では 1990 年に 87mm/hr を記録している。これ

らの集中する降雨は浸食に大きな影響を及ぼすこととなるため、登山道の保全修復に際

してはこの流出を考慮した対応を図る必要がある。 
           

表４ 最大１時間降水量（ 統計期間 ： 1979/07〜2003/09 ） 

    

旭岳（1620m） 層雲峡（546m） 前富良野岳（746m）
単位  mm 年／月／日 単位  mm 年／月／日 単位  mm 年／月／日

1位 51 2001.7.23 50 1979.7.9 87 1990.8.7
2位 34 1994.8.14 37 1994.8.11 66 1984.7.31
3位 34 1985.8.24 28 1999.7.29 32 1980.7.11
4位 31 1994.8.12 27 2001.10.2 30 1985.9.1
5位 30 1985.7.4 27 2001.7.24 29 1981.8.11  

 

融雪による流出量の算定と同様に算出すると以下の通りである。 

旭岳の最大 1 時間降水量の極値 51mm/hr を降雨強度とすると、集水面積 1ha でも登山

道幅員１ｍ、勾配 10％で水深 8cm の流水が流速約 1.3m/s で流出することになり、さらに

9cm 程度の小石も移動することが想定される。 
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表５ 登山道を流れる水の水理計算（降雨の場合） 

雨水流出量 マニングの公式による流速 掃流力
Q=cia/360 V=1/n*R^(2/3)*I^(1/2) U2=g*h*I
流出係数　c: 0.8 山地河川 重力加速度 g: 9.8 m/s2
降雨強度　i: 51 mm/hr 粗度係数n: 0.04 山地流路 計画水深 h: 0.080 m

流域面積　a: 1 ha 径深R: 0.069 m 水面勾配　I: 0.1
Q= 0.11333 m3/sec 勾配I: 0.1 =10%

底辺 1 m 計画流路A
高さ 0.08 m U2A= 0.0784 m2/s2
潤辺S 1.16

断面積A 0.08 ㎡ 限界掃流力
流速V= 1.33 m/s U2C=80.9*d

砂礫の粒径d: 9 cm
Q=AV U2C= 728.1 cm2/s2
流水面積A: 0.08 ㎡ 0.07281 m2/s2

流速V: 1.33 m/s <U2A 移動する
流量Q= 0.11 m3/sec

O.K

 

融雪時に降雨が重なることで、登山道上は浸食の著しい雨滴浸食の状況を呈することと

なり（表面の薄い水流に雨滴があたることで土壌表面を激しく浸食する）、加えて踏圧によ

りさらに土砂の流出が進むこととなる。 

また、残雪の下を流れる流水によるインパクトが大きく浸食の度合いがさらに増大する

点にも留意が必要となる。 

 

以上の検討を通じて、登山道の保全修復に際しては、マクロな流水の状況（登山道に流

れ込む融雪水、降水の集水区域等）を把握したうえで以下の点に留意する。 

■登山道等地形の浸食は表面をカバーする植生の損傷によって進行するため、まずは

これの防止あるいは植生の回復をめざす。 

■登山道の浸食を防止、低減する上では流水による浸食の影響を十分に考慮する。 

■自然の水系を把握してその水系に誘導することが重要であり、急傾斜地、緩傾斜地

を問わず、植生の状況、微地形・地質、水流跡・土砂移動の痕跡等をよく観察して

把握する。 

■水のコントロールに際しての基本は第一に平面的な蛇行形状を把握して、水の分散

を検討し、つぎに縦断的な浸食の動態を捉えた上浸食を防止する対策を考慮する。

さらに左右の側壁部などを保護する横断的な措置を講じる。 

■流量・流速等水のエネルギーを考慮した路面処理、段差処理を行う。 

■また流水のエネルギーは水衝部、水叩き部で大きくなり、急激な変化があると洗掘

等を生じるため、地際部の処理を十分に行い徐々に変化するようなじませることが必

要となる。 
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＜登山道管理水準の設定＞ 

大雪山国立公園における登山道管理水準は、「プロセス図」の［手順１］［手順２］に

よる２つのランクの組み合わせにより設定され、各ルートへの当てはめ［手順３］とな

る。 

［手順１］「保護・体験ランク」大雪山登山道利用環境のあるべき姿を設定する 

［手順２］「保全対策ランク」立地現況に基づく保全対策の必要性を設定する 

なお、管理水準の設定にあたっては多様な観点からの要因を把握する必要があるが、

公園計画で利用することを位置づけている路線（公園計画歩道）が対象であることから、

安全性や自己責任のレベルについては、要因からは除外した。 

（手順１）「保護・体験ランク」の設定（大雪山登山道利用環境のあるべき姿） 

「①国立公園保護計画（地種区分）」「②管理計画（基本方針）」「③管理計画（管理方

針）」及び「④好ましい利用形態」の要因とその相対評価を踏まえ、専門家の意見を基に、

対象地で提供する雰囲気、対象地に適した利用形態、対象地の登山道管理の概念等を示

す「保護・体験ランク」を３段階（Ａ・Ｂ・Ｃ）に分類して設定する。 

 
要因とその相対評価 
① 国立公園保護計画( 地種区分) 

１ 特別保護地区 

２ 第１種特別地域 

３ 第２種特別地域 

４ 第３種特別地域 

５ 普通地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 管理計画（基本的方針）  

１ 以下の事項が該当するルート 

３ 以下の事項が該当しないルート 

保全対象と保全方針 

・原生的自然地域の厳正維持 

・特徴的な風致景観の保護 

・核心的景観である高山帯の厳正保全 

・希少野生動植物への悪影響の防止 

③管理計画 

（ 取扱の管理方針：計画歩道各路線の記述整理） 

１ 整備に当たっては沿線の自然の改変を避ける 

２ 整備に当たっては沿線の自然環境の保全に留意する

３ 
現道の管理維持と事故防止・高山植物保護のための

整備を行う 

④ 好ましい（主な）利用形態 

１ 山中宿泊を伴う縦走登山 

２ 日帰り登山 

３ 半日程度の行程ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ  

保護・体験ランクの設定 

①  ②  ③  ④  ランク 

１  

２  

１ 

  

１ 

  

１ 

  

Ａ  

 

３  

４  

 ２  

 

２ 

  

Ｂ  

 

５  ３  ３  ３  Ｃ  
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保護・体験ランク（案） 

Ａ  原始性が高く静寂な雰囲気を提供する 

 宿泊を伴う縦走登山による利用を主体とする 

 整備に当たっては沿線の自然の改変を避け、人為的工作物や人為的改変の痕跡が無い

環境の維持・復元を図る 

Ｂ  利便性を抑えた形で野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

 日帰り登山による利用を主体とする 

 整備に当たっては沿線の自然環境の保全に留意し、自然環境及び自然景観への影響を

極力抑える 

Ｃ  一定の利便性を確保した上で、野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

 半日行程程度のトレッキング利用を主体とする 

 現道の管理維持と事故防止・高山植物保護のための整備を行い、自然環境及び自然景

観への影響が広がらないよう配慮する 

（手順２） 「保全対策ランク」の設定 

「⑤荒廃状況（荒廃の程度、潜在的危険性）」及び「⑥自然条件（自然資源、脆弱性）」 

の要因とその相対評価の組み合わせにより立地現況の把握・整理を行い、「保全対策ラ

ンク」を３段階（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）に分類して設定する。 

要因とその相対評価 

⑤荒廃状況（荒廃の程度、潜在的危険性） 

１ 
登山路内での著しい浸食箇所がある。または登山道周辺にまで環境変化が及んでいる

箇所がある、あるいは現在及んでいなくても潜在的危険性が高い 

２ 登山路内での浸食箇所がある。または現在浸食が少ないが潜在的可能性がある 

３ 登山路内の浸食が少なく、拡大する危険性が低い 

 

⑥自然条件（自然資源、脆弱性） 

１ 保全の必要性の高い自然環境・景観資源が有り、脆弱性も高い 

２ 保全の必要性の高い自然環境・景観資源が有るが、脆弱性が低い 

３ 保全の必要性の高い自然環境・景観資源に乏しく、脆弱性が低い 

 
 ⑥自然条件(自然資源･脆弱性）

１ ２ ３ 

⑤ 

荒

廃

状

況 

１ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 

２ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 

３ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 
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保全対策ランク（案） 

 

Ⅰ 
脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内での著しい浸食箇所がある。または登山

道周辺にまで環境変化が及んでいる箇所がある、あるいは現在及んでいなくても潜在的危

険性が高いことから保全対策の必要性は高い 

 

Ⅱ 
脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いあ

るいは登山路内での浸食箇所がある。または現在浸食が少ないが潜在的可能性があること

から保全対策の必要性は中程度 

 

Ⅲ 
脆弱性が低い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いことから保全対

策の必要性は低い 

 

（手順３） 

「保護・体験ランク（Ａ・Ｂ・Ｃ） 」及び「保全対策ランク（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 」は、

以下の組み合わせのように９通りが想定される。 
 

 保護体験ランク 

保

全

対

策

ラ

ン

ク 

 Ａ  Ｂ  Ｃ  

Ⅰ Ａ・Ⅰ  Ｂ･Ⅰ  Ｃ･Ⅰ  

Ⅱ Ａ･Ⅱ  Ｂ･Ⅱ  Ｃ･Ⅱ  

Ⅲ Ａ･Ⅲ  Ｂ･Ⅲ  Ｃ･Ⅲ  

 

９通りの管理水準レベルの内容は「保護・体験ランク」及び「保全対策ランク」の

設定要件の組み合わせにより、以下のような内容となる。 

 
表 ６  管理水準（レベル区分）一覧表 

 

レベル１（Ａ・Ⅰ） 

・原始性が高く静寂な雰囲気を提供する 

・宿泊を伴う縦走登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然の改変を避け、人為的工作物や人為的改変の痕跡が無い環境の維持・復元を図

る 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内での著しい浸食箇所がある。または登山道周辺にまで環境

変化が及んでいる箇所がある、あるいは現在及んでいなくても潜在的危険性が高いことから保全対策の必要

性は高い 

レベル２（Ａ･Ⅱ） 

・原始性が高く静寂な雰囲気を提供する 

・宿泊を伴う縦走登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然の改変を避け、人為的工作物や人為的改変の痕跡が無い環境の維持・復元を図

る 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いあるいは登山路内で

の浸食箇所がある。または現在浸食が少ないが潜在的可能性があることから保全対策の必要性は中程度 



17 

レベル３（Ａ･Ⅲ） 

・原始性が高く静寂な雰囲気を提供する 

・宿泊を伴う縦走登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然の改変を避け、人為的工作物や人為的改変の痕跡が無い環境の維持・復元を図

る 

・脆弱性が低い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いことから保全対策の必要性は低い

レベル４（Ｂ･Ⅰ）  

・利便性を抑えた形で野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・日帰り登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然環境の保全に留意し、自然環境及び自然景観への影響を極力抑える 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内での著しい浸食箇所がある。または登山道周辺にまで環境

変化が及んでいる箇所がある、あるいは現在及んでいなくても潜在的危険性が高いことから保全対策の必要

性は高い 

レベル５（Ｂ･Ⅱ）  

・利便性を抑えた形で野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・日帰り登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然環境の保全に留意し、自然環境及び自然景観への影響を極力抑える 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いあるいは登山路内で

の浸食箇所がある。または現在浸食が少ないが潜在的可能性があることから保全対策の必要性は中程度 

レベル６（Ｂ･Ⅲ）  

・利便性を抑えた形で野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・日帰り登山による利用を主体とする 

・整備に当たっては沿線の自然環境の保全に留意し、自然環境及び自然景観への影響を極力抑える 

・脆弱性が低い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いことから保全対策の必要性は低い

レベル７（Ｃ･Ⅰ）  

・一定の利便性を確保した上で、野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・半日行程程度のトレッキング利用を主体とする 

・現道の管理維持と事故防止・高山植物保護のための整備を行い、自然環境及び自然景観への影響が広がらな

いよう配慮する 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内での著しい浸食箇所がある。または登山道周辺にまで環境

変化が及んでいる箇所がある、あるいは現在及んでいなくても潜在的危険性が高いことから保全対策の必要

性は高い 

レベル８（Ｃ･Ⅱ）  

・一定の利便性を確保した上で、野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・半日行程程度のトレッキング利用を主体とする 

・現道の管理維持と事故防止・高山植物保護のための整備を行い、自然環境及び自然景観への影響が広がらな

いよう配慮する 

・脆弱性が低いあるいは高い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いあるいは登山路内で

の浸食箇所がある。または現在浸食が少ないが潜在的可能性があることから保全対策の必要性は中程度 

レベル９（Ｃ･Ⅲ）  

・一定の利便性を確保した上で、野生生物や景観を楽しむ場を提供する 

・半日行程程度のトレッキング利用を主体とする 

・現道の管理維持と事故防止・高山植物保護のための整備を行い、自然環境及び自然景観への影響が広がらな

いよう配慮する 

・脆弱性が低い自然条件で、登山路内の浸食が少なく拡大する危険性が低いことから 

保全対策の必要性は低い 
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（６）登山道整備事例 
登山道整備にあたっては以下の事例をモデルとし、これらを参考にしつつ種々のケ

ースで対応を図るよう留意する。 

①周辺の自然石を用いた登山道整備（黒岳から黒岳石室） 

②流水の動態を踏まえ、的確な水処理を基本とした整備（愛山渓） 

③その他種々の試みと工夫の積み重ねを踏まえた整備（大雪山各所、国内外事例） 

 

以下の事例は具体的な保全修復方

策を検討する上での参考に取り上げた

ものであり、メリット・デメリット等

状況に応じて考慮する必要がある。と

くに手の入れ過ぎ等にならない注意が

必要である 

＜黒岳周辺＞ 

黒岳山頂～石室にかけての区間に

ついては、昭和３０年代前半から４０

年代はじめにかけて、現地の石を組み

合わせ、営林署の巡視作業の一環とし

て行われた。 

＜愛山渓周辺＞ 

平成 13 年度国立・国定公園におけ

る登山道のあり方検討調査において、

ケーススタディー地区として選定され、

近自然工法による登山道整備の試験施

工が行われ、利用、維持管理、整備の

あり方について検討課題が整理された。 

なお具体的な登山道整備の技法に

関しては、本検討会の福留委員（西日

本科学技術研究所）、小松氏（古式土佐

積石垣石工頭）他の指導のもとで試験

施工が行われ、平成 16 年にも講習会が

実施された。 

（写真は平成１４年撮影） 

 
写真３ 黒岳～石室間の登山道（平成 14 年撮影） 

 
写真４ 愛山渓：石組み 

 
写真５ 愛山渓：石組みと粗朶柵 
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＜その他国内各地の整備事例＞ 

１．霧島屋久国立公園：屋久島、霧島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．白山国立公園：白山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．中部山岳国立公園：上高地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 土埋木を現地加工して段差処理を行った例

（森林事業者による） 

写真８ 水通しの土留め処理と石を用いて水を誘導す

ることを試みている。丸太が飛び出たり根際の浸食が

見られる。 

写真 10 山小屋等の管理者により自然石を用いた登山

道の整備がなされている。 
写真 11 ランダムに敷かれた自然石のすき間にリター

等がたまり土壌の表面をカバーしている。 

 
写真 7 益救参道（龍神杉歩道下部）で自然石を用いて整

備した事例（写真提供：福留委員） 

 
写真９ 南竜が馬場の湿原でガリー化した部分をフト

ン篭基礎の木道により、土砂の堆積を図っている。 
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４．日光国立公園：尾瀬地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．十和田八幡平国立公園：八幡平、八甲田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．暑寒別天売焼尻国定公園：雨竜沼、南暑寒別岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 12 地面と同じ高さに、間隔を空けて木道を設

置することで自然との一体感を高めている。 

 
写真 13 登山道のほとんどが木道となっているため地

面を歩く感覚が乏しく、休息の場も必要となる。 

 
写真 14 浸食の進む部分で丸太土留めと栗石・蛇篭の暗

渠排水による対策。（土木的処理に違和感もある） 

写真 15 同様の対策が急勾配箇所で行われているが、

側面部の浸食への対策も必要となる。 

写真 16 幅の広い木道は、分断する印象を強めるため、

必要最小限にすることが望ましい。 

 
写真 17 グレーチングを用いた橋を架けている。下部

に光がはいるため植物も生育する。ボリュームが大き

くなるため注意が必要。 
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２．登山道整備の基本方針及び方策 
（１）登山道整備の基本的な考え方 

① 雄大で原生的な大雪山にふさわしい登山道の整備 

・ 極力人為性を排し、自然性の高い、大雪の自然に同化する整備を目指す。 

② 自然環境への影響を最小限にとどめ、保全修復を図る登山道の整備 

・ 厳しい自然条件と利用のインパクトの複合によって生じる植生の荒廃、浸食等の

拡大を最小限に抑えかつ荒廃箇所の修復保全を第 1とした整備を図る。 

・ 植生の保全・復元方策と融雪、降水等による流水のコントロール方策を十分に考

慮した保全修復を図る。 

③ 安全性に配慮し、状況に応じたすみやかな登山道の整備 

・ 遭難防止及び保全の観点から標識やルートなど分かり易い登山道とする。 

・ 浸食の拡大等を防ぐため損傷箇所等のすみやかできめ細かい保全修復を進める。 

 

＜大雪の自然に同化する登山道＞ 

登山道は原始的な山岳景観を有する国立公園のなかで豊

かな自然体験を得るための基幹的な施設となる一方、足跡と

して残るものとなる。そのため最小限の手の入れ方で自然性

の高い保全修復を行うことにより大雪の自然との同化（一体

となってとけ込む）を目指す。 

＜植生の保全・復元と流水のコントロールを考慮した修復＞ 

登山道の荒廃、浸食については地表面の被覆（植生等）の損

傷によって著しく進行する。そのため第一に植生の保全・復

元に重点を置くものとする。（必要な場合は通行を止め保全、

リハビリ区間とすることも考慮する。）さらに浸食の進む箇所

では、その要因となる融雪水や雨水等流水のコントロールを

基本に修復を図る。 

＜わかりやすく、すみやかできめ細かい保全修復、補修＞ 

登山道については自然観察、休息等の機能性を考慮しつつ、

特に遭難防止の観点から標識やルートについて分かり易いこ

とが求められ、保全面でも必要となる。また浸食の拡大を防

ぐ観点から、すみやかにきめ細かい対応が必要であり、抜本

的で大がかりな保全修復から、小規模な保全修復、維持補修

に至るまで状況に応じた対応を図る。 

 

雄大で原生的な 

大雪山にふさわしい 

登山道の整備 

 

自然環境への影響を最小限

にとどめ、保全修復を図る

登山道の整備 

 

安全性に配慮し、 

状況に応じたすみやかな 

登山道の整備 
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（２）登山道の整備方針 
＜大雪の自然に同化する登山道＞ 

① 自然に同化する素材を極力自然に用いる。 

② 自然の仕組み、メカニズムに応じて用いる。 

③ 必要な箇所に必要最小限の手を入れる。 

＜植生の保全・復元と流水のコントロールを考慮した修復＞ 

④ 土壌の流亡を止め、出来るだけ早期に植生の回復を図る。 

⑤ 雨水・融雪水等による浸食メカニズムを考慮して修復を図る。 

⑥ 流水の動態に対応し、適切に誘導する整備を行う。 

＜わかりやすく、すみやかできめ細かい保全修復、補修＞ 

⑦ ルート（通路）を明確にし、安全かつ植生等の保全に配慮する。 

⑧ 抜本的な保全修復、小規模な保全修復・補修等適切な対応を図る。 

 

 

・ 自然石や丸太等自然に同化する素材を、できるだけ自然に見えるよう用いる。 

 

・地形や水系、植生など自然の仕組みに応じてランダムかつなじませて用いる。 

 

・自然に形成された安定した状況を乱すことになるため、修復作業時においても保

全に配慮し必要最小限の手を入れることで高い自然性を保つ。 

 

・植被等表面の被覆が侵食防止に重要であり、土壌の定着が植生回復の基盤として

必要であることから、これに重点を置いた対策を講じる。 

 

・雨滴や雨水流、凍結融解、風食など種々の要因を考慮しつつ対応策を考慮する。 

 

・水の蛇行、瀬・淵の形成、掃流力や流水の衝撃などを熟慮した対応を図る。 

 

・立入防止（限定的なロープ柵の設置など）や路面処理とともに補助道標、標示（保

全のための解説）等を用いて明確で植生等への影響の少ない道を造る。 

 

・登山道の荒廃を防ぐためには状況に応じた、継続的な対応が重要であり、荒廃初

期のきめ細かい補修から抜本的な保全修復まで適切な対応を図る。 

① 自然に同化する素材を極力自然に用いる。

② 自然の仕組み、メカニズムに応じて用いる。 

④ 土壌の流亡を止め、出来るだけ早期に植生の回復を図る。

⑧ 抜本的な保全修復、小規模な保全修復・補修等適切な対応を図る。 

⑤ 雨水・融雪水等による浸食メカニズムを考慮して修復を図る。 

⑥ 流水の動態に対応し、適切に誘導する整備を行う。 

③ 必要な箇所に必要最小限の手を入れる。 

⑦ ルート（通路）を明確にし、安全かつ植生等の保全に配慮する。 
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（３）植生保全・復元方策 
登山道の荒廃、浸食については地表面の被覆（植生等）の損傷によって著しく進行す

る。そのため第一に植生の保全・復元に重点を置くことが必要となる。 

安定した自然環境においては植生が定着・発達し、土壌についても植生によって保護

され安定の度合いを増していく。登山道の形成過程を考慮すると、森林帯、高山帯等多

様な自然環境の中に水みちや獣道、尾根筋等の踏み跡を利用した人の通行が増えること

によって、登山道として形成される。 

定着している植生が回復力を越える踏圧等によって損傷を受けることにより浸食が進

み、融雪水や降雨等による流水などにより表層の土壌が流出し、さらに基盤となる土壌

の浸食が進む。 

これらのことから、登山道整備の基本方針及び方策の一つとして、植生保全・復元考

え方及び方策についてその留意事項、要点を以下に整理する。 

 

１）登山道周辺の植生衰退の原因とメカニズム 
① 登山道周辺の高山植生衰退は、登山者の踏圧による植生の損傷、土壌侵食に

よる植生崩壊、ならびに生育環境変化に伴う植生変化などにより生じる。 

② 踏圧による植生の損傷は、頻繁な踏みつけによる植被減少と踏圧耐性の違い

による植生変化を伴い、過度の踏みつけや土壌撹乱を伴う場合には、裸地化

が進行する。踏圧の影響は植生タイプや季節によって異なる。一般に土壌水

分含有量が高く軟質な湿原植生、雪潤草原、雪田植生は踏みつけの影響を受

けやすい。また、雪解け直後の土壌が飽水している時期は、土壌が軟弱な上

に植物の芽生えの時期でもあり、踏圧には極めて弱い。 

③ 土壌侵食による植生崩壊は、植生の裸地化が進行した場所での土壌流失を招

き、頻繁な流水による撹乱と発芽床となる土壌の消失により植生回復は著し

く困難になる。また、流水による縦方向への土壌侵食が進行すると、やがて

横方向への侵食も起こり、踏圧を受けていない周辺の植生を土壌ごと崩壊す

る事態を引き起こす。横方向への植生崩壊は急速であり、広範囲に波及する

危険性がある。また、流水による登山道掘削により登山者の登山道外への侵

入が起きる場合には、新たな踏圧拡大と横方向への植生崩壊の促進を助長す

ることになる。 

④ 木道設置に伴う土壌への支柱打ち込みや排水工法によって土壌の乾燥化が起

きる場合、特に湿原植生は衰退し、チシマザサなどの植物が侵入することが

ある。人為的な環境改変に伴う植生変化に対して、十分考慮する必要がある。 
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２）植生の保全・復元の考え方と方策 
⑤ 植生復元は自然回復が基本であり、たとえ同じ種であっても他地域からの種

子の播種や植栽は行うべきではない。地域植生が有する遺伝的な特性を撹乱

してしまうからである。 

⑥ 高山植生が踏圧によって衰退しており、土壌侵食を伴っていない場合には、

立ち入りを規制することにより自然回復が可能な場合も多い。回復は対策を

早く行った場合ほど早い。 

⑦ 登山道へ侵入したハイマツやチシマザサは、登山道の歩行を妨げる場合には

刈り払った方が良い。一つには、登山者が登山道の通過をあきらめ登山道外

へはみ出すのを防ぐ効果があり、また、足元が見えなくなることによる転倒

の危険性を減らすことにもなるからである。また、登山道わきのハイマツ林

縁には、ガンコウランやコケモモなどの袖群落が発達している場合が多い。

袖群落の発達は登山道の侵食防止に貢献していると考えられるが、ハイマツ

の侵入により袖群落が被圧されると、袖群落の衰退が助長される危険性があ

る。 

⑧ 土壌侵食が生じている場合には、できるだけ早急に土壌流失を阻止する方策

を行うべきである。土壌流失は、侵食が起こっている場所の植生崩壊のみな

らず、流れた土砂が堆積する場所の植生や生態系にも影響を及ぼし、その波

及効果はかなり大きいと危惧されるからである。例えば、流失した土砂が池

塘に流れ込みそこに生育している動植物に重大な影響を及ぼしていると考え

られる場所（ヒサゴ沼など）も存在する。 

⑨ 登山道の侵食が大規模に進行している場所では、水文環境が広範囲に渡って

変化し、その結果地域植生全体に環境改変の影響が表れている可能性がある。

例えば、大雪山系の雪潤植物群落（五色ヶ原など）では、近年お花畑にチシ

マザサの侵入が顕著であるが、その原因の一つに土壌乾燥化が考えられ、登

山道侵食による水路化が乾燥化助長に関係している可能性も否定できない。 

 

登山道の保全修復に際しては、以上のことから植生の保全・復元が第１に必要とさ

れるものであり、通路部分の浸食防止と、土壌流出箇所の流出防止・復元を図る処置を

基本に取り組むことが重要となる。 

なお、高山帯における登山道の保全修復時に、既存の石を移動するのは表面の地衣

類を損傷するおそれがあり適切でなく、必要な場合は類似の自然石の搬入を考慮する。 
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（４）流水のコントロール方策 
土壌の流亡、浸食は融雪水や、雨水の流下により進行し、さらに踏圧による土壌の攪乱、

コネ返し、固結化等が加わってさらに進行することとなる。 

これらを防止するためには、登山道を流れる水を、すみやかに排除、分散するとともに、

流水を適切に把握・コントロールして、流水による浸食（下刻作用や側方浸食を防いだり、

あるいは逆に、砂州や瀬を形成し、土砂を堆積する仕組みを利用して、土壌の流亡を止め、

植生が定着する基盤を形成するよう保全修復を図ることが求められる。 

流水のコントロールのためには基本的な動態、特性を把握するとともに、現地での

水流跡を十分に把握し、水流の特性に応じた対策を講じる必要がある。 

 

１）流水の基本的な動態・特性【図 12 省略】 
・ 縦断的には、水衝部をすぎると流速が落ち、土砂が堆積し州、瀬が形成されたのち

下刻作用で淵が生じる。（縦浸食） 

・ 流水は基本的に蛇行して流れ、流速が早く流量が多くなるにつれて波長が長くなり、

水衝部では浸食が進む。（横浸食） 

・ 浸食が進み、掘り込まれた登山道においては、側面部分で凍結融解作用（０℃前後

で繰り返し変動することにより生じる）が加わって側方浸食が進みやすくなる。 
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２）浸食対策とコントロール 
流水による浸食に対する保全修復に際しては、まず第１に現状からどのように水が

流れ、浸食等が生じているかを現地で把握することが必要であり、周辺の地形、流れ込

む範囲など総合的に把握しつつ対策を講じることが求められる。以下にその要点を示す。

【図 13 省略】 

・ 流路の把握は、実際にひも等を流路跡に垂らして把握すると分かり易い。 

・ 周辺の地形を観察し、流れ込む範囲と位置、分散排水できる位置と流下方向の状

況を把握する。 

・ 浸食、堆積等の状況を観察により把握し、必要最小限の対策を検討する。 

・ 水衝部では浸食が進みやすいため、自然石等を用いて浸食を防ぐ。 

・ 落差の生じる箇所では水叩きなどで浸食に耐える路面処理を行う。 

・ 土留めや落差を設ける場合は、流れの方向に直行するように配置する。 

・ 流れの方向を変える際も下流側の流芯線に直行する方向に設置する。 

・ 水制として流れを反射、誘導することも考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ひもを垂らして流路を把握する。 
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（５）踏圧等人為的インパクトの低減方策 
登山道の保全修復にあたっては、植生の保全・復元および流水のコントロールに加

えて踏圧等人為的インパクトを低減することが重要な方策となる。 

登山道の浸食、荒廃化が融雪水、降雨など自然的要因と登山者等の踏圧などの人為

的要因との複合によって進行、増大することを考慮すると、人為的要因に対する方策な

しでは限界があり、対策についてもより過度な内容が求められることとなる。 

そのため、基本的な考え方として最小限の手の入れ方により大雪山国立公園にふさ

わしい保全修復を図る観点から、利用のコントロールを含めた対応を考慮し、人為的イ

ンパクトの低減を図る方策を講じるものとする。 

＜低減のための方策＞ 

・ 残雪期の山開きによる集団登山は、ストックの利用、残雪上の歩行による踏圧を

受けての植生損傷が考えられるため、利用人数や入山時期などについて適切なコ

ントロール、誘導を図る。 

・ モニタリングにより生態系へのインパクトを把握し、利用のガイドラインを設定

するなどして、集団登山、ガイド登山のコントロールを図る。 

・ 特に、登山利用によって浸食が進みやすい残雪期の登山については注意事項を呼

びかけ植生保全、安全面での対策を講じる。 

・ 利用を抑えるにあたっては、その理由を説明する解説、説明を十分に行う。 

・ 重登山靴、ストックの利用についても植生、土壌への影響を考慮し、不要な箇所

での利用を低減する方策を検討する。（ローインパクト登山キャンペーンなど） 

・ 登山者による踏圧以外にも維持管理・調査・保全修復作業時の踏圧などがあり、

脆弱な環境で生育する植物への影響を極力避ける必要があるため、十分な配慮を

行う。 

・ 保全修復についても最小限の手の入れ方でインパクトの低減を図る。 

 

登山道の保全修復においては、とくに植生等生態系の保全・回復を基本としてその

対策を講じることが必要であり、そのことが浸食の防止、拡大の低減に効果を発揮する

ものとなる。従って植生の損傷を極力防止することが必要であり、そのためには踏圧の

低減を図る対策が必要となる。利用者数は踏圧の増減に直接的に影響するため、保全修

復に際してはこれを考慮した方策が必要となる。ただし地形、水系、自然条件等によっ

て異なるため状況に応じた対応が求められる。 

また、とくに保全修復工法の一律の適用はこれまでの登山道整備においても問題の

指摘がなされてきた点であり、今後の修復整備に際してもきめ細かく十分に配慮した対

応が求められる。 
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３．登山道の保全修復工法 
（１）登山道保全修復の手順 

登山道の保全修復に際しては、荒廃の状況に対応した整備を行うことが必要であり、

以下の手順に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

登山道の整備について、予算等を確保し抜本的に行う場合や小規模に行う場合が想定されるが、

ケースに応じて行政機関や地元関係者等で役割分担を果たしつつ適切な対応をとる必要がある。 

既存の登山道の保全修復に際しては、具体的な内容として、荒廃箇所の抽出、荒廃原因の把握、

保全対策の検討、修復の実施の手順で進めることが基本となる。とくに荒廃の程度についての判

断、荒廃原因、荒廃のメカニズムの把握が重要であり、これに対応した保全修復工法の検討がも

とめられる。修復の実施にあたっては、特に現地の詳細な状況に対応できるよう配慮し、水みち

をまちがえて浸食状況を悪化させたり過剰に手を入れたりすることのないよう留意する。 

なお、以上の一連のプロセスについて共通の理解と検証を図るため、管理者あるいは作業者に

よる登山道の保全修復カルテの作成を行うことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒廃箇所の抽出 

・位置のプロット 

・写真撮影 

・問題点の記録 

原因の把握 

・自然的要因 

・人為的要因 

・メカニズムの把握 

対策の検討 

・修復目標の設定 

・浸食防止対策 

・植生復元対策 

修復の実施 

・修復準備 

・現地確認、調整 

・修復前後の記録 

修復保全状況の検証 

    
図 14 カルテ参考例：「ヒグマ情報センター」による大雪高原沼歩道整備の記録（佐藤委員提供） 

位置、作業内容（概念図）、修復の理由、目標（ねらい）、使用材料、作業前後写真等を記録 
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保全修復カルテは、特に今後のモニタリングや、保全修復工法の効果の把握や改善

工法の検討などを行うために必要であり、適切な管理の下でウェブによる公開ができる

よう検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 カルテ書式例（区分項目は管理水準調査を参考に設定） 

大雪山国立公園登山道保全修復カルテ 路線名：    位置：    km NO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業模式図 

＜管理水準のランク＞

 

 

＜作業内容＞ 

□刈り払い 

□倒木処理 

□間詰め処理 

□分散排水 

□流水処理 

□土留め 

□路面処理 

□ステップ設置 

□植生復元 

＜使用材料＞ 

□自然石（周辺） 

□自然石（搬入） 

□倒木等（周辺） 

□丸太（搬入） 

□角材（搬入） 

□（     ） 

         

修復目標：              

                   

                   

保全修復対策 

 

修復前写真 

修復後写真 

＜荒廃タイプ＞ 

□ヤブ化・倒木 

□根系裸出 

□ぬかるみ化 

□水路化 

□ガリー化 

□複線・拡幅化 

□トラバース箇所 

□稜線浸食箇所 

□木道等必要箇所 

□拡大防止箇所 

□（     ） 

＜荒廃程度＞ 

□大：80cm 以上 

□中：40～80cm 

□小：0～40cm 

＜平均斜度＞ 

□急：大 15～25° 

□緩：中 10～15° 

□平：小 0～10° 

＜植生区分＞ 

□高木林 

□アカエゾマツ湿

性林 

□低木群落 

□チシマザサ群落 

□ハイマツ群落 

□高層湿原 

□高茎草本 

□雪田植生 

□風衝地植生 

□裸地 

□（     ） 

＜地質＞ 

□砂礫 

□シルト 

□泥炭 

荒廃状況と原因 

 

作業日：    作業者：         記録日：    記録者： 
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（２）保全修復の基礎技術 
保全修復に際して基礎的な配慮事項、技術手法について詳細については各種専門的

な指針等によるものとし、関係者において共通の理解を図る必要がある事項について整

理する。 

① 植生の保全復元 

・ 植生の保全復元に際しては、まず第 1に踏圧をかけないことが基本であり、作業

時においても極力既存の植生を損傷しないよう最大限の注意を払う必要がある。 

・ やむを得ず踏み込む場合でも、繰り返しを避けることが必要であり、最小限の人

数で、同じ箇所に踏圧をかけない配慮が必要となる。 

・ 植生の回復は土壌が移動しないことが条件であり、固定のための被覆（むしろ敷

き、亀甲金網、植生マット、ササ刈り後の被覆等）を行うことが重要となる。 

・ 石組みや、路面処理においても間隙を設けて土壌粒子が固定され植物が定着でき

る配慮を行う。 

・ 植生を保全復元しつつ登山道として利用する手法として、グレーチング等を用い

たメッシュウォーク等があり、施工時の足場としての活用も考慮する。 

・ なお木道等の施工に際しては、木道外への立入を避ける施工手法を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 18 メッシュウォーク（写真提供：渡辺委員）、植生復元等 

 
丹沢での植生マットによる植生復元（シュロマットで土

壌の移動を防ぐとともに、種子を捕捉して植生回復を図

る。） 

植生マットについては目の粗いものを用いて、土壌粒

子、種子の固定化ができるよう配慮する必要がある。 
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② 枝払い・刈り払い 

・ 枝払いについては基本的に登山者のからだにふれる範囲をめどとして、樹木の生長

の度合い等を考慮しつつ行うものとする。 

・ 日照などの環境条件や見通しなど安全面での配慮を行いながら状況に応じた処理

を行うものとする。 

・ 剪定時あるいは枝切り時は植物の生育を考慮しつつ必要以外の損傷を与えないよ

う配慮する。【図 16 省略】 
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③ 自然石の石組による保全修復 

・ 自然に同化する登山道の整備を進める上では、自然石を用いた修復保全を図るこ

とが景観的にも望ましく、浸食を防止する効果が高い。 

・ 使用する自然石については、浮石等周辺で確保できる場合は植生等に影響のない

範囲に限定して用いることとし、必要な場合には類似の自然石を搬入する。 

・ なお石組の多用は逆に硬い道となるため段差のある箇所、浸食の激しい箇所等に

限定することに留意する。 

自然になじませるために 

・ 自然に同化させるためには、周辺の地形や水の流れ方、植物の生育を考慮しつつ、

「もとの地形に埋もれていた石が見えている」ように施すことが重要となる。 

・ 多くの石を組むよりも、大きめの少ない石でそれぞれが安定するように据付け、小

石をかませて補強し（飼石、詰石）、一箇所から崩れることがないようにする。 

・ 自然に見せる手法としては、一列に並べず、のめり（前後の傾き）や高低おりまぜ

ることに配慮しバランス良く組み合わせる。 

浸食状況の把握と対策の検討 

・浸食の進む箇所についてその原因を把握し対策を検討する。 

・石の周りが掘り込まれるのは急勾配箇所で流水と踏圧とが

複合して生じることが多いため、石をかませることによっ

て浸食を防ぐ。 

・要になる石を決め、周囲に組む石の大きさを想定する。 

・石の大きさについては大きなものほど安定するが、人力に

よる石組みでは限界があるため、可能な範囲で対応する。 

（石は 30cm 立方で約 70kg の重さ。比重 2.6（花崗岩）） 

石の運搬 

・ 必要な石を周辺の適切な場所から集める。 

・ 自然石の搬入は、残雪期に橇を利用して搬入したり、

ワイヤーを用いる方法、ヘリによる方法等が考えら

れるが、規模、作業条件に応じて対応する。 

・ なお登山者等の協力を得て搬入、集積しておく手法

についても考慮する。 

根入れ、根石、地際部の処理 

・ 石組みに際しては埋め込み時の安定と地際部の処理が重要であり、基本的に根石は

1/3 以上埋め込み、飼石や詰石で十分に安定させ、地際部は流水等による洗掘がな

いよう栗石、砂利等を用いながらなじませることが重要である。 

 
写真 20 橇による石の運搬 

（提供：佐藤委員） 

写真 19 浸食の状況把握 
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石組みのポイント 

・ 石を組み上げる際には、接点となる合端部分を基本的には 3点以上確保し、谷に落

とし込んで積み上げ、すき間は石を詰めてしっかりとかませる。 

・ また石の重心をよく見て、前面に滑り出ないよう（逆石）にならないよう据る。 

・ ステップになる部分では天端部分を平坦に据付け、空隙を適宜設けて植物が入り込

むようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 基本的な自然石の石組による段差処理 

     
写真 21 大きめの石をはじめに組み合わせた後、小石を飼わせて補強する。背面はぐり石を詰める。 
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④ その他（ログワーク、ロープワーク等）【図 18 省略】 

＜ログワーク＞ 

・ 自然に見せる手法としては丸太等を用いる方がより自然に見えることがこれまでの

整備においてもいわれている。 

・ 丸太の使用に際しては太鼓落としの処理を行って、平坦部を確保しつつ使用するこ

とも考慮する。 

・ 枝払い時の枝の使用や、倒木の使用に際しては、樹皮間際の形成層の養分を昆虫が

とるため、腐りやすくなるが自然に同化する整備としては、とくに皮剥処理等は行

わない方がのぞましい。 

＜ロ－プワーク＞ 

・ 丸太等の緊結や立入防止柵等の処理、ツルを用いた処理などにロープワークを活用

することで固定的な工作物で人為的な処理を和らげることが可能である。 

・ また資材の運搬に際しても有効であることから基本的なロープワークについては活

用を図る。 
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（３）タイプ別保全修復技法 
登山道の保全修復については、荒廃の状況、環境条件や利用の状況の違いにより種々

のケースが想定される。荒廃の状況を軸に代表的なケースを設定し、それぞれの環境条

件、荒廃要因、修復目標、対策工法、留意事項等を示す。 

１）枝葉・ササ等でヤブ化している箇所、倒木箇所 

２）樹木の根が裸出し、土壌の流亡が生じている箇所 

３）ぬかるみ化している箇所 

４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

５）ガリー化が進行し、段差が生じている箇所（急勾配部） 

６）複線化や拡幅が進み土壌の流出が進行する箇所 

７）トラバースルートで水路化している箇所 

８）尾根部で稜線上の水が集まり浸食が進む箇所 

９）湿原、草地等で植生の保護が必要な箇所（木道等で踏圧の回避が必要な箇所） 

10）観光利用者の通行がある箇所（利用圧が高く浸食拡大の防止が必要な箇所） 

登山道の荒廃については様々なケー

スがあり、それぞれの場所において、荒

廃の状況、荒廃の要因、求められる対策

等が異なるものとなる。そのため荒廃の

状況を軸に代表的なケースを想定してそ

の保全修復対策を示し、様々なケースに

応用出来るようとりまとめるものとする。 

なお、10）観光利用者の通行がある箇

所については高山帯で登山利用と混在す

るため、特殊な配慮が必要との観点から

抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
写真 23 荒廃の事例 

（尾根部で稜線上の水が集まり浸食が進む箇所） 

写真 24 荒廃の事例 

（水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所） 

写真 22 荒廃の事例 

（ガリー化が進行し、段差が生じている箇所）
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//登山道の保全修復// 

１）枝葉・ササ等でヤブ化している箇所、倒木箇所 

環境条件 
森林帯：針広混交林帯、針葉樹林帯、ダケカンバ帯 

高山帯：ハイマツ帯（ハイマツ群落、チシマザサ群落等） 

荒廃の要因 

●利用の少ない登山道において管理の手が入らず、灌木類、ササ等が繁茂 

●過度の踏圧を受けたためにハイマツ、シャクナゲ等の幹が損傷 

●台風あるいは積雪圧等により倒木が生じ、道をふさぐ 

修復目標 

登山ルートをわかりやすくして、特に悪天・疲労時の迷い込みによる遭難や周辺

への踏みだしによる植生の損傷をなくし、原生的な自然体験ができる登山道として

保全修復する。 

対策工法 

A:枝払い 
○道の中心を通行して、人に触れない程度までを刈り払いの範囲とする。 

○刈り払い範囲内に萌芽力の低い植物がある場合は、可能な限り刈り残す。 

B:ササ刈り 
○歩道から片側 50 ㎝程度までを刈り取りの範囲とする。 

○刈り取り範囲内にシャクナゲなどの灌木がある場合には、刈り残す。 

○刈り取り高さは、踏み出し防止のため根際 10～20 ㎝程度上とする。 

C:倒木処理 
○倒木が登山道をふさぎ、倒木迂回による植生破壊、失道（遭難）、危険をもた

らす恐れがある場合に、周辺環境への影響が出ない方法で処理を施す。 

留意事項 
●張り出した枝等によって道が不明確となり、遭難の恐れがあると思われる場合にのみ実施 

●ハイマツ等の損傷箇所で保全復元が必要な場合は敷板、桟道等での保護を考慮する。 

保全修復工法 A：枝払い 
【図 19 省略】 
■大雪山系の森林帯では登山者の少ないところでは、安全面から迷い込まないよう枝払いなどが

必要になる。 

■基本的には通行時に体にかからない範囲で、見通し等に留意した最小限の枝払いを行うものと

し、刈り払った跡がわからないよう留意する。 

■１ｃｍの太さまでは剪定ばさみが有効であり。巡視時においても作業が可能である。 

■切り口が見えない角度で切り落とし、水がたまって腐朽菌が繁殖しないよう配慮する。 

■刈り払った枝については、保全修復資材としての活用を図るため、整理して保管等を行うよう

配慮する。 
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１）枝葉・ササ等でヤブ化している箇所、倒木箇所  

保全修復工法 B：ササ刈り 

 【図 20 省略】 

■高山帯においてもササの進入が目立つが、登山道にかぶさることによって、迷い込みやすくな

るため刈払いが必要になる。 

■一般部では通路の両側 50cm ぐらいの幅で刈り払い、斜面部では山側を中心に刈り払う。なお繁

茂の度合いが高い場合は、光合成を抑えて伸張エネルギーを根系に蓄えないよう地際部から広め

に刈払いを行う。 

■刈り払い後は裸地部分（ガリー側壁部等）を覆う材料に用いるなどきめ細かい工夫を行う。と

くにササの処理は丁寧に行い、1 箇所に集積したり、マルチング材として使用したりすることを

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

保全修復工法 C：倒木処理 

 【図 21 省略】 

■踏圧によって根を踏みつけられた登山道沿いの樹木は強風によって倒れやすく、路を遮断するケ

ースがある。 

■通行に支障がないよう移動するか、適切な長さに切って修復資材に使えるよう処理しておく。 

写真 25 ササ刈りの状況（愛山渓） 
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//登山道の保全修復// 

２）樹木の根が裸出し、土壌の流亡が生じている箇所 

環境条件 
森林帯：針広混交林帯、針葉樹林帯、ダケカンバ帯 

高山帯：ハイマツ帯（ハイマツ群落、チシマザサ群落等） 

荒廃の要因 
●踏圧により裸地化が生じた根元付近で、林内雨の水滴や樹幹流、集水路化した登山

道の流水により土壌の流亡が生じる。 

修復目標 
根元での踏圧による裸地化と根の損傷を防ぐため、石詰め等による地表面のカバ

ー、土壌が堆積するような土留め処理等を行い回復を図る。 

対策工法 

A:間詰め 
○流亡の程度により、リターやチップによる被覆、土砂・小石の充填等を行い、

根系部の土壌流出を防ぐ。 

B:土留め 
○土壌が流出して段差の生じている箇所では、倒木、枯枝等を利用した編柵（シガ

ラ）、自然石の組石による土留めを行う。 

○さらにガリー化が進む箇所ではふとんかご等により土留め、堆積を図る。 

C:ステップ 
○根系が裸出し踏圧等により損傷が生じる場合は、自然石や木製のステップ（は

しご、敷板等）を設置する。 

留意事項 
●根系の損傷による倒木が生じないようにする上でも必要な処置であり早期に施す必要がある。 

●ハイマツ群落等でも踏圧の激しい箇所では植生の分断、荒廃化を生じる可能性がある。 

保全修復工法 A：間詰め 
■森林帯の登山道は樹木根元付近の灌木が少ないところにルートをとることが多い。踏圧により根

元付近のリターが細かくなり、さらに樹幹を伝う雨水によって流されるため、土壌が流出し浸食が

進む。アイゼンやストックなどの踏圧により根が傷みさらに風で倒木しやすくなるため、早期に処

理が必要になる。 

■間詰めは自然石を用いて、ステップを確保しながら土壌やリターがたまるようすき間を空けなが

ら埋め込んでいく。 

図 22 根元の処理（屋久島） 

 
写真 26 屋久島の事例 
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２）樹木の根が裸出し、土壌の流亡が生じている箇所  

保全修復工法 

 B：土留め 
 【図 23 省略】 

■浸食がさらに進んだところでは土壌が流出し、さらに大きな段差を生じている場合がある。 

 

■その時には根元付近で土砂をためる様土留めを設置する。土嚢やふとんかごなどを使用する

ことが考えられるが、自然性を高めるためには、倒木、枯れ枝等を用いたシガラ土留めや、自

然石を組むのが景観的にもなじみやすい。 

 

■ 土留めと同時に水の流路と通路も考慮し、必要な場合には根をまたぐ踏み板やはしごの設

置も考慮する。 

 

保全修復工法 C：ステップ 

■高山帯では、ハイマツ群落を横断する箇所や、ダケカンバ等の密生する尾根などで根を踏みつ

けてとおる場合がある。 

■群落の分断は小動物の移動にも影響を及ぼすため、極力避ける配慮が必要であり、アイゼン 

など雪解け時の登山者の踏圧も考慮すると、踏み板、木道等の設置も検討せざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 27 裾合平 

（群落が分断され、さらに土砂の流出も著しい）  写真 28 大山山頂部の木道 

（地面から１ｍ程度高く設置） 
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//登山道の保全修復// 

３）ぬかるみ化している箇所 

環境条件 
地形・水系：平坦部、緩傾斜部で水の集まる箇所、排水先のない窪地形  

植生：森林帯、高山帯 

荒廃の要因 

 ●森林帯では樹冠からの大粒の雨滴が地表面を浸食し窪地形、水たまりを生じる。

 ●０度前後の気温変動により凍結融解が繰り返される。 

 ●降水時、融雪時の踏圧でコネ返され、ぬかるみ化が進みさらに周囲に広がる。 

修復目標 
水の分散化や排水処理等を行うとともに、こね返しや踏圧の拡幅が生じないようステ

ップ（飛石等）を設置して、ぬかるみ化の進行、拡大を防ぐ。 

対策工法 

A:分散排水 
○上流部からの流入をなくし、横断排水、暗渠排水により水の分散を図る。 

○拡大している箇所は、通路を高くして水路との区分を明確にする。 

B:ステップ ○敷板、飛石等のステップを設置してこね返しと踏圧の拡大を防ぐ。 

C:路面安定 
○コネ返し等が生じないよう表層をたたき（砂、土、石灰等）処理にて安定させ、

表面排水により土中水分を少なくする。 

留意事項 
●路面安定に用いる石灰等の使用は好ましくないが特に影響がない場合は、植生損傷の拡大防止

の観点から検討する。 

保全修復工法 A：分散排水 
■平坦部ではぬかるみが生じやす

く特に雪解け水が連続して供給さ

れる大雪では、斜面部においても

恒常化している。登山の時期と重

なることでさらにこね返しがすす

み、歩行も困難になる。そのため

複線化や拡幅がさらに進むことに

なる。 

■基本的には水の分散化を図るこ

とが重要であり、上流からの水の

供給を無くしたり、通路と水路を

分けて通路部分を高くしたり、横

断排水、暗渠排水を設置して水を

コントロールする。 

 

 

 

 

図 24 ぬかるみ部の処理として石や木を遣って土を盛り上げ、通路

を確保する方法がある。（渡辺委員提供）  
写真 29 横断溝（姿見周辺） 
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３）ぬかるみ化している箇所  

保全修復工法 B：ステップ 

■ぬかるみ箇所で拡幅を防ぐためには、早めに飛石、踏み板などのステップを設けて、コネ返し 

やはみだしが生じないようにする必要がある。 

■飛石はぐらつかないよう、飼石を使って安定させる。縁石として土留めを兼ねることも考慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

保全修復工法 C：路面安定 

【図 25 省略】 

■路面を安定する処理方法として「たたき（三和土）」が伝統的に用いられ、民家の土間や、庭園

の園路、池の防水などに用いられてきており、ぬかるみ部分でも用いることが考えられる。 

■石灰の使用等に留意する必要があるが特に影響のない場合は利用も考慮する。 

■グランド等では春先の補修として、路面の締固めを行ったりすることによって安定させている。 

 

 

 

 
写真 30 飛石のステップ（黒岳石室） 
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//登山道の保全修復// 

４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

環境条件 
地形・水系：緩勾配部で水の集まる箇所（尾根筋、谷筋、斜面部） 

植生：森林帯、高山帯 

荒廃の要因 

 ●植被の損傷・裸地化、蹴込み、コネ返し等による土壌浸食・土砂流出 

●融雪水、雨水流出による土壌浸食、凍結融解による土砂浮き上がり流出。 

●上部斜面地等の集水路となって浸食がさらに拡大 

修復目標 
上流部からの水の分散を図るとともに、土壌の浸食・流出を抑える。浸食の進む箇所

は流水の影響を考慮した対策を施し、状況を見つつ通路の確保を図る。 

対策工法 

A:分散排水 ○上流部での分散を図るため、導流・横断排水等により水の分散を図る。 

B:流水処理 ○浸食の進む箇所（水衝部、落差部）での流路を安定して浸食を抑制する。 

C: 土留め ○土壌の浸食流出を抑制するため土留めを設け堆積、固定化を図る。 

D:路面処理 ○侵食防止のため表面被覆（小石、植生等）と通路（ステップ等）を確保する。 

留意事項 
●このパターンでの荒廃化は地形・水系の状況や利用の状況に応じて多様な形態が想定される。

そのため現地の詳細な状況に対応した処理を工夫しながら進めることが必要となる。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■踏圧で裸地化し土壌の浸食が進むと路面が低くなり、上

部斜面からの水が流水となって登山道を流れさらに浸食

が進む。 

■大雪山系では雪解け水が登山道に流れ込み水路化する

ため踏み込みによるコネ返しを受けて常時土壌が流動化

し、流出する。 

■森林帯では根系部の土壌を流出させ倒木等が生じる要

因となる。 

■高山帯では、流出した土砂が周辺の植生の上に流れ込ん

で高山植物を損傷する。 

■これらの状況を回避するためには、登山道をながれる水

や土砂を適切にコントロールすることが必要となる。 

 

 

 

 

＜対策の要点＞ 

●水系・水量の把握ときめ細かい分散 

（自然の水系はどう流れ、どこで分散できるか）

●既存の流水状況に応じた処理 

（水流跡を基本にした処理） 

●土砂の堆積と土粒子の固定 

（土砂移動をどう止めて植生回復するか） 

●路面処理の検討 

（表面の被覆と通路をどう確保するか） 

●法尻部での抑え処理（法留め） 

（側面部の土壌流出を防止する） 

 
写真 31 森林帯における水路化（愛山渓）

 
写真 32 高山帯における水路化（黒岳石室～北

鎮岳） 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

保全修復工法 A：分散排水＜水系・水量の把握ときめ細かい分散＞ 
＜１．水系・水量の把握＞ 

■水のコントロールに際しての基本は、自然の水系を把握してその水系に誘導することであり、

緩傾斜地においても微地形、水流跡をよく見て把握する。 

■どの範囲からどれだけ水が流れるかについて把握は難しいが、尾根・起伏を手がかりとして以

下をめやすとして捉えておく。 

■大雨時 51mm/hr の雨が降ったとき 1ha の集水面積で登山道の幅 1m、勾配 10%とすると約

0.113m3/sec の水が流れ、流速 1.3m/s で 8cm の水流となる。 

■融雪水量については、8m の雪が３ヶ月間で融けるとすると、降雨強度 5.6mm/hr に相当し 1ha

の集水面積で約 0.0124m3/sec の水が流れ、登山道の幅 1m、勾配 10%とすると流速 0.65m/s、2.5cm

の水流となる。 

 

＜２．分散放流箇所のとりかた＞ 

 【図 26 省略】 

■浸食を抑えるためには出来るだけ水を集めないことが必要であり、分散箇所は尾根部、谷部、

斜面部それぞれの状況に合わせて、地形の変化点（屈曲部）や周辺地表面と高低差の少ない箇所

やなど可能な限り多く選定する。 

■こまめに分散を図る上では面的にとることが望ましく、可能な場所では基本的に路面の横断勾

配を谷側に向けて処理を図る。ただし放流位置が限定されたり、浸食が進む箇所、残雪の多い箇

所では縦・横断を組み合わせて処理する。 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

＜３．横断排水施設＞ 

■放流箇所に設置する横断排水施設としては、丸太等で横断溝をとる方式がよく用いられてい

る。設置にあたっては、流出土砂によって埋まったりするため土砂だまりや、設置の方向、流末

の処理等以下の配慮が必要となる。 

・流水跡を見て土砂だめ等余裕を考慮し、水落部、流末で浸食が起きないようにする。 

・水通し線が屈曲しないよう 60°以下（下流側水通し線との夾角）にし、丸太端部に水が回ら 

ないようにする。 

・滑りやすいため基本的には水平に設置する。 

■景観的に自然性を高める上では、自然石を用いて処理する方が好ましく、以下に留意する。 

・一列に並べて配置せず、自然に見えるようランダムに配置する。 

・前後にも自然石をおいて、流速を落としたり土砂だめになるようにする。 

・端部は大きい石を用いて根入れをとり、石は飼石、間詰石等を用いて安定させる。 

・底部と流末は浸食が起きないようにする。 

・ 放流箇所では谷側の植生に配慮し土砂が流出しないよう留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．導流施設＞ 

■丸太等を用いて水を

登山道外に流出させる

方法として導流枠等を

設置する方法がある。 

■基本的には水をスム

ーズに導流するため、屈

曲部で、下流側の水通し

中心線に直角にダムを

設けて誘導する方式と

なる。 

 
 

図 27 横断排水施設 

    
写真 33 導流施設例（愛山渓） 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

保全修復工法 B：流水処理 

＜１．縦断処理＞ 

■登山道は地形・地質・植生及び踏圧等の状況によりランダムに屈曲し、蛇行した形状となる。 

■水路化している場合にはその中で水が蛇行して流れ、浸食もその流水によってさらに進む。 

■水を分散するために、水路化の前後及び中間で横断排水により分散を図るが、斜面上部からの水

や側面からの地中水、あるいは残雪の融雪水などの流水を縦断的に処理する必要がある。 

■縦断排水については浸食を促進するため出来るだけ避けることが望ましいが、必要な場合には明

確な処理を行う。尾根部、谷部、斜面部で扱いが異なるが、基本的には既存の流水跡（みずみち）

を流路として固定強化し浸食を抑える。 

■固定強化に際しては、水が増えたときの状態を想定しながら、流路の底面及び側面、水落部・水

衝部などを大きめの石や石張り等で水に浸食されないよう強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜横断処理＞ 

■残雪の残る斜面部では山側に水を誘導し、常時路面が濡れてぬかるみ状態になるのを避ける。 

■浸食が進んで登山道が掘り込まれている場合には、流路跡中心を基本に水通し線とし、水の誘

導を図る。【図 29 省略】 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 縦断処理模式図 

 
写真 34 残雪の残る箇所での横断処理 

（黒岳） 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

保全修復工法 Ｃ：土留め 

＜１．土留めの役割＞ 

■土砂の流出防止：水路化する登山道では浸食によ

り土壌の流出が激しい箇所があり早急な対策を行

う必要がある。 

■堆積：流水によって運ばれた土粒子を土留めによ

って堆積することによって周辺地盤との高低差を

少なくする。 

■流速低減による侵食防止：堆積した土砂により登

山道の縦断勾配が緩くなるため流速が低下し、掃流

力による土砂の移動、浸食が低減する。 

■植生回復：堆積した土砂の土粒子が移動しなくな

ると周辺からの根の伸張も期待でき、高山帯の厳し

い環境条件でも植物の回復がしやすくなる。 

 

＜土留め設置の考え方＞ 

 【図 30 省略】 

■土留め設置にあたっては土砂の堆積の推移を考

慮した対応が望ましい。 

■土留めにより天端まで堆積が進むとさらに土砂

も流出が続くため、新たに土留めを設置すること

で、周辺地盤との連続性も高まるものとなる。 

■また土留めについても、流出の激しい箇所では周

辺植生の種子を含む堆積した土砂を用いた土嚢（麻

袋、コーヒー用麻袋、植生土嚢）等で仮設的に対応

を図り、堆積・地形復元を図りつつ保全修復を図る

ことが求められる。 

 

 
写真 35 土砂が流出する状況（黒岳石室） 

 
写真 36 植生回復の状況（裾合平木道脇） 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

＜３．土留めの構造＞ 

■土留めの構造については 

・周辺の流出土壌を用いた土嚢（麻袋等） 

・丸太等木材によるもの 

・自然石によるもの 

が用いられ、大雪山においては高い自然性を保つた

め、出来るだけ自然に同化する素材を用いる。 

■また、自然に同化を図る観点から、森林帯では枝

払い時の剪定枝、倒木等の木材、丸太や周辺の自然

石を用いることとし、高山帯では自然石等（搬入資

材）周辺との同化を考慮した資材を基本的に用いる

ことが望ましい。 

■ただし、土砂の流出が激しい箇所等では、土嚢等

を用いて仮設的に対応しつつ、地形回復の状況に応

じて恒久的な浸食防止、植生回復を図るよう自然石

等必要な箇所に用いる。 

■なお、自然石や倒木等周辺からの資材を利用する

場合は、既存の安定した状況を損傷しないよう配慮

し、不足する場合には周辺類似環境で確保できる資

材を搬入して保全修復を図るものとする。 

 

 

保全修復工法 Ｄ：路面処理 

■路面処理については基本的に露出した表面を被覆し、踏圧や流水によって浸食されないようにす

る必要があるが、全面的な被覆は難しいため、土粒子の固定、植生の回復を図りながら処理を行う

ことが望ましい。 

■通路部分と流路について、大きく浸食が進む箇所では区分して確保するが、狭い箇所では一体的

に確保する必要がある。 

■緩勾配区間での路面処理については勾配が増すにつれて砂利､小石の径を大きくして掃流力等に

よる移動をなくすよう配慮する。 

■土留め部分ではステップを確保することが重要であり、水叩きや他への踏み込みを避けるため

15cm 以下の高低差で選択的にフラットなステップがとれるように配慮する。 

 

 

 
図 31 路面処理模式図 

 
写真 37 木材による土留め 

 
写真 38 自然石による土留め 
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４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

＜参考：愛山渓における保全修復＞ 

■保全修復にあたってはまず第 1に既存の登山道を観察して、蛇行する流路の把握を行い、周辺の

地形や、段差部分の浸食状況に応じて、強化する箇所を選定し修復を行った。 

■自然石による土留め、段差処理、路面処理を行い、既存地形とのすりつけ部を強化している。

■水衝部や、水叩きなど基本的な強化を怠らないようにするとともに、水溜を設けて流勢を弱める

工夫な土を行っている。（平成 16 年度近自然工法実践講座より） 

 

 

 
図 32 水路化した登山道の保全修復 

 
写真 39 流路の把握 

 
写真 41 水叩きの詰め石 写真 40 修復後 
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//登山道の保全修復// 

５）ガリー化が進行し、段差が生じている箇所（急勾配部） 

環境条件 
地形・水系：急勾配部で水の集まる箇所（尾根筋、谷筋、斜面部） 

植生：森林帯、高山帯 

荒廃の要因 

 ●踏圧による植被の損傷・裸地化、蹴込み、等による土壌浸食・土砂流出 

●勾配変化点での融雪水、雨水流出による土壌浸食、凍結融解。 

●上部斜面地等の集水路となって浸食がさらに拡大 

修復目標 
上流部からの水の流入を避け、土留め等で土壌の浸食・流出を抑える。浸食の進む箇

所は流水の影響を考慮した対策を施し、通路の確保と併せて修復する。 

対策工法 

A:導流 ○上流部からの水の流入を避けるため、導流・横断排水等により水を分散する。 

B:土留め、

流水処理 

○土壌の浸食流出を抑制するため土留めを設け堆積、固定化を図る。 

○浸食の進む箇所（水衝部、落差部）での流路を安定して浸食を抑制する。 

C:路面処理 ○侵食防止のため表面被覆（小石、植生等）と通路（ステップ等）を確保する。 

留意事項 
●急勾配部では土留め等連続して設置する場合が想定されるが、勾配変化点等必要箇所に重点を

置き工夫しながら修復を図ることが必要となる。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■急勾配箇所では流入水の流速が早く、浸食の度合いが激しいため早急な保全修復が求められる。

■特に登山道がハイマツ群の中や樹木の根系部を通る箇所ではさらに水が集中するため、浸食が激

しい。 

■また勾配の変化点では上部からの水により掘り込みが出来、浸食が進む。特にはしごや土留めを

設置した箇所では、基礎部が洗掘により露出したり浮き上がったりする。 

■丸太土留め等では土砂が流されハードル上に浮き上がったりするケースもあり、登山の障害にな

ったりあるいは登山道の拡幅、ルートの無秩序な拡大が生じたりする。 

＜対策の要点＞ 

●緩傾斜区間と同様に、水と土砂のコントロールが重要であり、特に流速が早く、浸食のエネルギ

ーが大きいため接点部、水衝部、水叩き等十分な配慮が必要となる。 
 

写真 43 北海岳下部（ガリー浸食がさらに拡大） 

写真 42 北海岳下部（ハイマツ帯を侵食） 
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５）ガリー化が進行し、段差が生じている箇所（急勾配部） 

保全修復工法 A：導流 
■深く掘り込まれた箇所では水の分散を図ることが難しいが、現況の地形・水系を把握した上で分

散・導流を図るものとする。 

■導流を図る上で、流速の早い状況では構造物への影響も大きく、第 1には流速を低減するための

土留めを行いながら誘導を図ることが基本となる。 

■水の走る区間では蛇行させながら分散を図ることも必要となる。 

■極端に浸食が進む箇所では部分的にルートの取り方をつづら折れにして、勾配や浸食を防ぐ。 

保全修復工法 B：土留め、流水処理 

■急勾配部での土留めは、流速の低減、浸食の防止、土砂の堆積、通路の確保等の機能を果たす。

■急勾配の続く箇所では連続的に土留めを設置するケースが生じる。 

■土留めの設置に際しては流水の処理と併せて設置する必要があり、既存の流路を把握した上で、

中心線を水通し線として処理するものとする。 

■土留めの設置方向や基本的構造については砂防分野における基本事項を踏襲し、丸太土留めや自

然石による土留めでも中央部を低くし、方向は下流側の水通し線に直行する様配置する。 

■水叩きについても十分に確保し、丸太土留め等がハードル化しないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 急勾配部における土留め、流水処理 
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５）ガリー化が進行し、段差が生じている箇所（急勾配部） 

保全修復工法 C： 路面処理 

■急勾配区間では土留めにより平坦部が出来、流速が低下するが乱れた状況であり浸食の要因と

しては影響が大きい。そのため路面についてもカバーする必要が生じる。 

■土留めによって階段状に処理し、平坦部を丸太、自然石でカバーする際にも水と土砂のコント

ロールに留意し、地際部での浸食が生じないよう十分な強化措置を講じる。また全面的にカバー

することは他に流出することにもなり注意が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

■愛山渓、屋久島での類似箇所での施工例では、路面処理

としてそれぞれ丸太及び自然石、敷板で表面をカバー

して踏圧と水による浸食を避けている。 

 

 

 
 

図 34 急勾配部における路面処理 

 

写真 44 愛山渓での丸太による階段処理 
 

写真 45 屋久島における階段処理 
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//登山道の保全修復// 

６）複線化や拡幅が進み土壌の流出が進行する箇所 

環境条件 
地形・水系：平坦部、緩勾配部で水の集まる箇所（尾根筋、谷筋、斜面部） 

植生：森林帯、高山帯  利用：比較的多くの利用 

荒廃の要因 

 ●踏圧による植被の損傷・裸地化、蹴込み、踏み込み等による浸食・流出拡大 

●上部斜面地等の融雪水と雨水の複合流出による土壌浸食、凍結融解。 

●融雪期と利用時期の重なり、利用集中時のすれ違い追越し等による拡大複線化 

修復目標 
上流部からの水の流入を避け、土留め等で土壌の浸食・流出を抑える。浸食の進む箇

所は流水の影響を考慮した対策を施し、通路の確保と併せて修復する。 

対策工法 

A:分散排水

流水処理 

○上流部からの水の流入を避けるため、導流・横断排水等により水を分散する。 

○浸食の進む箇所（水衝部、落差部）での流路を安定して浸食を抑制する。 

B:土留め 

路面処理 

○土壌の浸食流出を抑制するため土留めを設け堆積、固定化を図る。 

○侵食防止のため表面被覆（小石、植生等）と通路（ステップ等）を確保する。 

留意事項 
●急勾配部では土留め等連続して設置する場合が想定されるが、勾配変化点等必要箇所に重点を

置き工夫しながら修復を図ることが必要となる。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■高山帯の緩勾配部などでは、登山者数の増加による踏圧の拡大、すれ違い追い越しによる踏み込

み、路面のぬかるみ化等による複線化や拡大が進み荒廃した景観を見せている。 

■木道等の整備を行い踏圧による浸食の防止などが図られている箇所もあるが、興味対象への近付

きなどで踏み込まれ、裸地化した状況になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策の要点＞ 

●利用のコントロールなどを考慮した上で必要な幅員等を確保しつつ保全修復を図ることが基本と

なる。とくに複線化している箇所周辺は利用者の増加により、さらに進行するおそれがあるため、

立入防止・複線化防止のためのロープ柵設置など予防処置を講じる必要がある。 

●４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部）に対する対策を基本として修復を図る

が、利用の状況、観察対象に対する興味などを考慮することが必要となる。 

 

 
写真 47 木道設置箇所 写真 46 複線化の状況  
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６）複線化や拡幅が進み土壌の流出が進行する箇所 

保全修復工法 
【図 35 省略】 

 A：分散排水、流水処理 
＜登山道の拡大過程＞ 

■水路化によって浸食が進んだ登山道はさらに踏圧や流水等の影響を受けて拡大、複線化が進む。

■流水によりスリップしやすくなったり、掘り込みによって歩きにくくなると登山者は隣接の法肩

部を通行し、植生を損傷し裸地化、浸食が拡大する。一方、追い越しやすれ違いでも拡幅、複線化

が生じる。 

 

＜分散排水、流水処理＞ 

■拡大、複線化した登山道においても、出来るだけこまめに分散化を図ることが基本となる。 

■分散放流が出来ない区間で縦断的な排水処理が必要な区間は、流路の状況を把握しつつ、通路と

の明確な区分を図り、浸食対策を行う。 

 

保全修復工法 

 B：土留め、路面処理 

＜登山道の幅員＞ 

■登山者アンケート（表大雪）によると基本的には 2人分とし姿見では 3人分の幅を求める意見が

あるが、すれ違いや追い越し、観察等の機能に応じての要望とおもわれる。 

■多数の利用者の連続する尾瀬等でも木道は 2人分の通行で整備されており、自然性を高く保つ上

でも必要最小限の整備が望ましい。 

 

＜土留め、路面処理＞ 

■木道等による路面処理は通行量の多い場合や植生保全に有効であり、周辺の浸食防止、植生回復

と併せて実施することが必要であり、必要な箇所に限定して用いることが望ましい。 
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//登山道の保全修復// 

７）トラバースルートで水路化している箇所 

環境条件 

地形・水系：急な斜面部でつづら折れに登行する部分、あるいは高山帯の緩やか

な斜面部で徐々に高度を上げる箇所 

植生：森林帯、高山帯   

荒廃の要因 
 ●ルートの取り方により上部斜面の集水路となって浸食・流出拡大 

●上部斜面地等の融雪水と雨水の複合流出による土壌浸食、凍結融解。 

修復目標 
上部斜面地からの水を出来るだけ分散して排除する。浸食の進む箇所は流水の影響を

考慮した対策を施し、通路の確保と併せて修復する。 

対策工法 

A:分散排水

流水処理 

○上流部からの水の流入を避けるため、導流・横断排水等により水を分散する。 

○浸食の進む箇所（水衝部、落差部）での流路を安定して浸食を抑制する。 

B:土留め 

路面処理 

○土壌の浸食流出を抑制するため土留めを設け堆積、固定化を図る。 

○侵食防止のため表面被覆（小石、植生等）と通路（ステップ等）を確保する。 

留意事項 
●つづら折れの折れ点やトラバース区間内の最低鞍部などで確実に水を分散するとともに、谷側

への片勾配で分散する、あるいは雪解け水の処理をかねて山側に流路を設定して処理するなど

ケースに応じた処理を施す。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■高山帯の緩勾配部でトラバースする箇所で

は、登山道が、斜面を横切る際に集水路とし

ての役割を果たし、その水が浸食によって掘

り込まれた支尾根を越えて流出するケースが

見られる。 

■支尾根部分はハイマツ等の植生で覆われて

いる中を登山道が分断する状況で浸食が生じ

ており、早急に回復が求められる。 

 

 

＜対策の要点＞ 

●基本は自然の水系にあわせて水の分散を図

り、流水による浸食を最小限にすることにあ

る。 

●植生を分断する箇所では土留め等により地

形を回復する処置が必要となる。 

●現地での微地形、起伏等を把握し、水を適

切に最低鞍部に誘導することが必要となる。 

●残雪の期間等が長い箇所では特に通路との

分離などを明確にして、コネ返し等による拡

幅等が生じないようにする。 

 

写真 48 トラバース箇所での水路化（裾合平）  

写真 49 トラバースルート 
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７）トラバースルートで水路化している箇所 

保全修復工法 A：分散排水、流水処理 
■斜面上部の地形、水系を十分に把握して分散箇所及び流路の設定を行う。 

■流水跡を見て、土粒子の移動の状況を把握する。 

■水の分散コントロールのため土留めステップ等必要な施設の配置を設定する。 

 

保全修復工法 B：土留め、路面処理 

 【図 36 省略】 

■土留めは下流部で高さを上げ支尾根を越えて下流側に水が流入しないようにするケースや、浸

食の進む区間で地形回復、浸食防止のための流速低減をねらいとして設置する。 

■路面の処理は浸食の状況に応じて必要最小限で行うものとし、勾配にあわせて粒径を変えて配

置する。 

■緩傾斜区間では全面的な被覆は避け、隙間を設けて土粒子の堆積や植生の回復が図れるよう配

慮する。 
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//登山道の保全修復// 

８）尾根部で稜線上の水が集まり浸食が進む箇所 

環境条件 

地形・水系：長い尾根部、支尾根部をまっすぐに登行する箇所で、上部の水が分

散されずに集められる箇所 

植生：森林帯、高山帯   

荒廃の要因 

 ●尾根上部の水が流速を上げて徐々に増し、登山道を集水路として浸食拡大 

●上部斜面地等の融雪水と雨水の複合流出による土壌浸食、凍結融解。 

●尾根部の強い風により土壌の飛散、植生のはぎ取りが生じる。 

修復目標 
尾根上部からの水を出来るだけ分散して排除するとともに、通路や流路を明確にして

早期に植生の保護処置を講じる。 

対策工法 

A:土留め 

 導流 

○土壌の浸食流出を抑制するため土留めを設け堆積、固定化を図る。 

○尾根上部からの水を出来るだけ分散するため、導流等により水を分散する。 

B:流水処理 

路面処理 

○流路を安定して浸食を抑制する。 

○侵食防止のため表面被覆と通路（ステップ等）を確保する。 

留意事項 
●尾根部では特に風の影響を受けやすいため、踏圧だけでなく風に対しても十分な対策が必要と

なる。特に植生の部分的な破損が拡大しやすくなるため安定させる工夫が必要。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■ルートが尾根沿いにある区間で、中程度の傾斜の場合には直登することが多く、このような箇所

では上部からの水が一気に流れ落ち浸食が進む。 

■分散化が図られていれば浸食の程度は少なく済むが、図られていない場合には浸食の規模もおお

きくなる。 

■尾根部では風の影響が強く、側壁部など風食による浸食も見られ、植生が垂れ下がる状況になる

箇所もある。さらに、植生が風によって巻き上げられて損傷するケースもある。 

 

＜対策の要点＞ 

●水の分散を土留め等と一体的に図ることがポイントとなる。特に既存の植生の保護を図りつつ保

全修復を行うことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真 50 尾根部での浸食（中岳分岐手前）  

 
写真 51 尾根部での浸食（間宮岳手前） 
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８）尾根部で稜線上の水が集まり浸食が進む箇所 

保全修復工法 A：土留め、導流 
■尾根部では土留め等により水の分散、導流を図

るものとし、既存の地形を見て分散可能箇所を選

定する。 

■分散箇所は出来るだけ細かくとることと、既存

のガリーなど地形の状況を見て配する。 

■土留めの設置は周辺で自然石が確保できれば、

根入れをとりながら設置する。確保できない場合

には類似の材料を搬入しつつ修復を図る。 

■掘り込まれた場所での水の分散には周囲の地表

面より高くすることが必要なため、土留めによる

堆積を図りつつ修復を行う。 

■なお高山帯における丸太等の土留めは景観的な

影響が大きく慎重な配慮が求められる。 

 

保全修復工法 B：流水処理、路面処理 

 【図 37 省略】 

■流水の処理は尾根部では、雪解け後は比較的乾

燥した状態になるため問題になるケースは少ない

ことが想定されるが、掘り込まれ浸食が進む箇所

では通路との分離を明確にして浸食防止を図るこ

とが求められる。 

 

 

 

 
写真 52 白山における事例 

写真 53 尾根部での植生損傷 
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//登山道の保全修復// 

９）湿原、草地等で植生の保護が必要な箇所（木道等で踏圧の回避が必要な箇所） 

環境条件 
地形・水系：湿原、平坦あるいは緩傾斜の草地、集水地および残雪地等 

植生：高層湿原、雪田植生（雪田草本群落等）   

荒廃の要因 
 ●脆弱な環境に対しての踏圧、はみ出し等。 

●登山道等からの土砂の流入、雨水・融雪水等の流入。 

修復目標 
脆弱な環境であり回復が困難なため、踏圧の影響等を最小限にし立ち入り等防止する

処置を講じて修復を図る。 

対策工法 

A:木道等 ○植生の損傷防止のため木道等（メッシュウォーク等）により通路を確保する。 

B:立入防止 ○踏圧、はみ出し防止の措置を講じる。 

C:土留め等 
○上部からの水や土砂の流入を出来るだけコントロールし、植生等への影響を最

小限にする。 

留意事項 
●木道については積雪圧で破損の無いように留意し、必要以上に設置しない。立入防止策につい

ても通路が明確かつ利用者が少ない場合は不要とする。植生を分断しないようグレーチング等

で浮かす工夫も考慮する。 

荒廃の状況と対策の要点 
＜荒廃の状況＞ 

■湿原等においては踏み込みによって植生

を損傷するため、木道により通路を明確に

し限定することが基本となるが、設置され

ていない箇所では無秩序に踏み跡が出来、

植生際を歩くことによりさらに損傷が進

む。 

■平坦な地形の箇所では雪解け水等がたま

り、ぬかるみの状況がつづくようになり、

木道の設置が必要になる。 

 

＜対策の要点＞ 

●湿原部等での木道の設置は沈み込みや雪

圧に配慮した構造をとることが必要とな

る。 

●また乾湿の繰り返しにより腐食しやすく

なるため、取り替え搬出まで視野に入れた

整備が求められる。 

●自然との一体感を得るためには湿原等の

地面と同じ高さあるいは出来るだけ近い高

さにたってみることが効果的である。 

●そのため基本的には敷板型で潜り込まな

いような構造がもとめられる。 

●なお施工時における十分な配慮が必要で

あり、周辺への踏み込み、損傷を行わない

よう注意する。 

●植生回復を図りつつ視覚的に同化する工

法（メッシュウォーク等）を活用する。 

写真 54 平坦地のぬかるみ（沼の平付近）  

写真 55 敷板型の木道（尾瀬） 
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９）湿原、草地等で植生の保護が必要な箇所 

保全修復工法 A：木道 
■木道の設置に際しては既存のルートを基本に設置するが荒廃の状況により植生回復を図る区間が

明確な場合は立入防止の措置を行うことも考慮する必要がある。 

■基本的には出来るだけシンプルな構造が好ましく、必要以上の幅員や基礎構造等が目立たないよ

う配慮する。 

■また踏圧を避けながら植生回復を図る方法としてグレーチング等メッシュウォークによる工法も

想定され、地盤等の状況を考慮しつつ対応を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全修復工法 B：立入防止 

■利用者の多い箇所では木道からはずれて

の立入防止のため、ロープ柵を設置する場

合がある。 

■高さによってもその効果が異なるが、大

自然を満喫するため、基本的には出来るだ

け設置せず、状況に応じた対応を図る。 

 

 

 

 

 

保全修復工法 C：土留め等 

■湿原等平坦地の前後の箇所では上流側か

ら土砂等が流入するケースがあり、注意

が必要となる。 

■木道の設置に際しても、前後の区間で登

山道から湿原に土砂が流入し、植生を損

傷するため、土留め等により防止を図る。 

■前後の登山道の浸食防止にも十分に配慮

する必要がある。 

■場合により種子の持ち込みを防止するこ

とも考慮する。 

 

写真 56 敷板木道（雨竜沼） 

写真 58 ロープ柵のある場合（尾瀬） 

写真 59 雨竜沼 

写真 57 敷板木道（雨竜沼） 
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//登山道の保全修復// 

10）観光利用者等の通行がある箇所（利用圧が高く浸食拡大の防止が必要な箇所） 

環境条件 
地形・水系：平坦地、緩傾斜地等  植生：森林帯、高山帯  

利用条件：ロープウェイ駅周辺で多数の観光的利用がある箇所。 

荒廃の要因 
 ●多数の観光利用者による踏圧、踏みだしで植生の損傷が拡大 

●ルートの不明確な箇所では無数の踏み跡が生じたり、拡大が生じる。 

修復目標 
踏圧の影響を少なくするためルートを明確にしたり、立ち入り等防止する処置を講じ

て修復を図る。 

対策工法 

A:立入防止 ○植生の損傷防止のため、必要幅員で立入防止策を設置する。 

B:路面処理等 
○利用者の安全面を考慮し、浮石を安定させる等を適切に処理する。 

○侵食防止のため適切な路面処理（自然石等）、段差処理等を行う 

留意事項 
●登山道の起点等で観光利用者と利用が重複する箇所については無秩序な浸食の拡大が生じない

よう適切なコントロールを図る。 

問題点と対策の要点 
＜問題点＞ 

■ロープウェイ等によるアプローチが可能な

高山帯では、多くの観光客が訪れ上部の駅か

らは探勝歩道として、池巡りや自然観察の出

来るルートを整備するケースが多く、観光客

の利用が一般的になっている。 

■このような場所では、植生保護、安全確保

のため立入防止策などを設置することが必要

となる。 

■山岳地においてはこの様な探勝歩道から登

山道への移行が曖昧なため、安全の問題や、

植生保護の観点から配慮が必要となる。 

 

 

＜対策の要点＞ 

●多くの観光客が利用する高山帯の歩道で

は、第一に立入防止等の措置と明確な歩道の

区分が必要になる。 

●また、様々な年代の利用者があるため安全

性の確保も必要となり、浮石や転石の処理な

どを行うことも考慮する。 

●登山道に移行する箇所では明確な注意標示

と区分の明示を行い、事故等についての責任

も利用者にある旨を明確にしておく。 

 

 

 

写真 60 転倒、ケガをした観光客（旭岳周辺探勝歩道） 

写真 62 高山帯の探勝歩道（旭岳周辺） 
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10）観光利用者等の通行がある箇所 

保全修復工法 A：立入防止 
■立入防止策については様々な工夫がされているが、機能的には高さの確保と管理上の扱い、景観

的には目立たない配慮が必要となる。 

■高さについては、70cm 程度がたるみを含めて越えにくく効果的であり、2 段にすることでさらに

立入防止上は効果がある。40cm 程度では踏み越えたり、たるんで低くなりすぎる。 

■景観的には白いパイプでは目立ちやすく、大自然の景観にそぐわない。ただしガスがかかった際

にはルートが分かり易くなり安全上は効果を生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支柱についてはこれまで種々のタイプが設置

されているが、設置、取り外し等管理のしやす

い構造、詳細が求められる。 

 

 

保全修復工法 B：路面処理等 

 【図 38 省略】 

■路面については浮石、転石の処理を第 1 に行

い、安全面で配慮を行う。 

■特に安全性を確保する上では、ステップを出

来るだけ水平にとれるように根入れを行った上

で石を据付け、飼石で安定させることが必要で

あり、きめ細かな路面処理が必要となる。 

 

写真 63 立入防止策（高さのちがい、支柱の違い）

 
写真 65 支柱の構造 

写真 64 立入防止策（高さのちがい、支柱の違い）
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（４）登山道の安全確保対策 
登山道における安全確保対策の第一は標識等の整備であり、登山道整備に際しても

重要な課題となる。本検討では登山道本体の荒廃防止のため、具体的な整備指針を作成

することが主題であり、標識については別途十分な検討を行う必要がある。 

ここでは、登山道本体の保全修復に係る安全確保対策について基本的な事項を整理

する。 

① ルートの明確化、保全対策後の立入防止措置等の徹底 

・ 遭難防止のためにはルートの明確化が必要であり、特に荒廃した登山道では正規

のルートか、保全対策を行った跡かわからない場合があり、そのことがルートの

混乱、失道の原因となる。 

・ そのため立入防止措置を行うなど明確な処理を徹底する。 

② 浮石防止を第 1 に考慮した施工 

・ 登山道においては、自己責任での利用が原則でありステップ等の選択、ルートフ

ァインディングも自己判断で行うことが必要となる。登山道の整備に際して、特

に自然石等を用いる場合には、浮石にならないよう安定を十分に図る措置が必要

であり、施工時の基本的な安全確保対策として捉えておく。 

③ 分かり易く見やすいルートの補助標示 

・ 標識（英語表記も行う）以外に登山道においては、ルート標示のためのテープ、

リボンやペイント等によるマーキングが行われる。 

・ これらは悪天時や疲労時に効果を発揮するため必要不可欠になるが、無秩序な設

置は混乱や、景観イメージの損傷を生じるため注意が必要となる。 

・ 森林帯では緑の補色になる赤を基調としたテープ等、高山帯ではガスがかかった

際にも分かり易い白と赤の 2色標示などが効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 66 ルートの立入防止 写真 67 ペイント等による補助標示 
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（５）登山道の保守管理手法 
登山道の保守管理に際しての留意事項を整理すると以下の通りである。 

① 通常の保守管理における補修が、浸食の拡大防止を図る上でも基本 

・ 登山道の保全修復は、通常の保守管理における補修が、浸食の拡大防止を図る上で

も基本であり、巡視点検時に簡易な道具（剪定ばさみ、テコ等）を用いて補修、補

強を図ることが効果的である。 

② 巡視点検時には対応できない補修の把握 

・ 保守管理に際しては、登山道等の状況についての把握を十分に行い、巡視点検時に

は対応できない補修についてその対策を現地の記録とあわせて検討する。 

・ 先に示した保全修復カルテなどを用いて計画的な対応を図ることが求められる。 

③ これまでに行った保全修復の手法についての検証 

・ 保守管理に際してはこれまでに行った保全修復について現地における検証を行い今

後の改善の手がかりとすることが必要となる。 

・ 流水や土砂のコントロール、浸食の低減、堆積による地形復元の状況、植生回復の

状況等保全修復時に意図した効果が得られているか、モニタリングを行いながら進

めることが重要となる。 

 【図 39 省略】 
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① 共通の基本的考え方、コンセプトに基づく整備・管理体制 

② 荒廃の原因等に対する共通の理解と、対策に係る統一的な技術指針に基づく整備・管理 

 

大雪山国立公園の登山道の整備・管理に際して、共通した考え方に基づいて進める

上では、本技術指針で設定した考え方等を含めて行政機関や民間団体、登山道利用者、

研究者・専門家等多様な関係者の合意形成を図ることがまず第 1 となる。 

合意形成を図るに際してその枠組みと手法については以下の構成が想定される。な

お、より多くの意見をとり入れることが必要であり、利用者に対して整備についての情

報を提供し、意見を受け容れる体制をとることが求められる。 
表 6 合意形成を図るに際してその枠組みと手法案 

合意形成項目 
 

関係者 

手法等 

山

岳

関

連

事

業

者

土

地

の

権

利

者

国

立

公

園

管

理

者

道

・

関

係

市

町

遭

難

救

助

関

係

者

登

山

利

用

者

維

持

補

修

関

係

者

そ

の

他

行

政

機

関 

研

究

者

・

専

門

家 

１．登山道整備の考え方、整備方針 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 検討会等 

２．保全修復手法、計画等 ● ● ● ●   ●  ● 検討会、協議会

等 

３．小規模な保全修復、維持補修 ● ● ● ●   ●  ● 協議会等 

４．まとまった規模の修復保全等 ● ● ● ●  ● ●  ● 協議会等 

５．標識等その他施設 ● ● ● ● ● ● ●  ● 協議会等 

６．モニタリング、検証 ● ● ● ●  ● ●  ● 検討会、協議会

等 

 

 

 

登山道の修復保全に際しては、荒廃の原因や、対策について共通の理解と考え方、

技術に基づいて実施を図り、大雪山にふさわしい登山道とすることが求められる。 

とくに登山道整備においては、理解、考え方の違いにより種々多様な整備が進めら

れ、景観的に違和感をもたらすケースや、十分な修復の効果を上げられないケースが生

じないよう配慮する必要がある。そのため、共通となる技術指針や実施例等の情報の共

有化を図ることが必要となる。とくに登山道の整備・管理体制の中で効果的な保全修復

を果たす上では以下に留意する。 

●現地の生態に精通した作業員による整備および管理。 

●大雪山全体における、整備・管理技術の統一化および登山道情報の蓄積・共有。 

●定期的・継続的に現場でのモニタリングを行い、必要に応じてきめ細かな維持管

理の行える予算および機動性のある体制。 
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③ 多様なケースに対応して関係者が役割分担を果たし、目的を達成できる整備・管理体制  

登山道の整備については、山岳地の特殊性として、保全修復作業について厳しい条

件での作業となり、費用や人材等についても十分な確保が難しい状況にある。また登山

道については、厳しい自然条件にあるため、継続的な保全修復、補修等が求められ早期

に浸食等を抑え荒廃化を防ぐことが必要であり、これに対応できる体制が求められる。 

そのため登山道整備に係る関係者が、それぞれの役割、能力に応じて適切な分担に

より効果的な修復保全を図る必要があり以下に留意する。 

●まとまった規模で、抜本的な保全修復を行う体制 

●小規模な保全修復、維持補修等を行う体制 

●関係行政機関と作業機関等のスムーズな連絡・協議の行える体制づくり。 

●産・学・官・民の様々な協力を順次受け入れる余地のある体制づくり。 

登山道整備にかかる基本的な枠組みとしては以下が想定される 

＜整備主体：行政機関＞ 

○環境省西北海道地区自然保護事務所＋北海道庁等 

＜事業費等＞ 

○公共事業（自然公園等事業など）＋非公共事業（グリーンワーカー事業など） 

＜登山道整備関係者等＞ 

大雪山国立公園の登山道整備に係る関係機関団体等については、以下が想定される

が今後の多様な展開に応じて対応できるよう配慮が求められる。 

表７ 登山道整備に係る関係機関団体 

区　　　分 名　　称 区　　　分 名　　称 区　　　分 名　　称

山岳関係事業 大雪山自然学校 国立公園管理者等環境省 維持補修関係者 旭川山岳会

山楽舎ＢＥＡＲ 自然公園指導員 富良野山岳会

旭岳ビジターセンター 大雪山国立公園パークボランティア 上川山岳会

層雲峡ビジターセンター 道・関係市町 北海道（環境生活部環境室自然環境課） 東川山岳会

ひがし大雪ガイドセンター 　　　　 （上川支庁環境生活課） 美瑛山岳会

㈱りんゆう観光（層雲峡ﾛｰﾌﾟｳｪｲ）           （十勝支庁環境生活課） 　　　十勝支庁管内山岳会

ワカサリゾート㈱（旭岳ﾛｰﾌﾟｩｴｲ） 富良野市

(社)ふらの観光協会 上川町 風の便り工房

(社)層雲峡観光協会 東川町 　　　　　　　　黒岳石室管理人

東川町観光協会 道・関係市町 美瑛町 　　　　　　　　白雲岳避難小屋管理人

(社)美瑛町観光協会 上富良野町 　　　　　　　　黒岳巡視人

上富良野町観光協会 南富良野町 　　　　　　　　銀泉巡視人

南富良野町観光協会 士幌町 　　　　　　　　緑岳巡視人

上士幌町観光協会 上士幌町 　　　　　　　　ヒグマ情報センター監視人

士幌町観光協会 鹿追町 その他行政機関 北海道教育局

鹿追町観光協会 新得町 　　　　（上川教育局）

新得町観光協会 遭難救助関係者 北海道山岳遭難防止対策協議会 　　　　（十勝教育局）

土地の権利者 林野庁（北海道森林管理局） 登山利用者 研究者・専門家 検討委員

北海道（上川南部森づくりセンター） 自然保護団体

注）この表は現時点（平成 16 年度）で想定されているものに過ぎず、今後追加、修正されるものである。 

なお整備管理体制としてイメージされる構成について以下の機関が想定される。 
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＜合意形成、検証機関＞ 

・ 関係機関および研究者、利用者などを含む組織とし、登山道整備の合意形成と検

証等を行う。ここでデータの検証や補修技術の統一化と見直しを行う。検討会は

補修進捗にあわせて順次開催するのが好ましいが、最低でも２年に１回は開催す

る。 

＜実施検討機関＞ 

・ 実際の整備・管理に関し、地域毎に対象箇所の選定、整備主体および予算の配分、

許認可などの方向性を検討する機能を持たせる。たとえば現在、上川町や東川町

にある「地区登山道等維持管理連絡協議会」を発展させて北・表大雪、十勝、東

大雪の３地域の協議会とすることが想定される。 

＜整備・管理担当機関＞ 

・ 実際に現場で整備と管理を行う機関。基本的に各自治体・観光協会・NPO などを

中心にして、整備主体（環境省や北海道）より委託を受けて行う。従来の大きな

土木工事でなく、マンパワー中心の整備・管理であるので、高度な技術管理より

研修による基本的技術取得とその実践を基本とする。各種ボランティア（パーク

ボランティア、山岳会また学生団体など）の受け入れや各種助成金などの受け入

れなども行う。 
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（２）登山道整備指針の試行検証 
試行検証の目的は、本技術指針で検討設定された基本方針や方策に基づく登山道保

全修復工法について、登山道整備手順に即してモデル的に実地で適用（試行）し、工法

の有効性を確認すると共にさらなる改良や修復方策を確立（検証）していくことにある。 

この試行検証において確立された手順や工法によって登山道を整備・補修し、大雪

山全体の登山道の荒廃および生態系へのインパクトを是正して、大雪山にふさわしい状

態を維持することが最終的なねらいとなる。 

上記の目的やねらいを達成するため、試行検証にあたっての基本的な考え方を以下

の通りとする。 

なお試行検証の実施については、既存の登山道の整備状況、荒廃状況や今後の事業

実施等の状況を考慮する中で、これまでの整備・管理をふくめて多様な場面で柔軟に対

応、実施することとし、これらの中で得たデータ等も含めて検証を図ることが求められ

る。 

 

＜試行検証の考え方＞ 

① 試行検証のプロセスは、本技術指針にある「登山道整備の手順」によることと

し、タイプ別修復の技法として設定された 10 のケースについて行う。 

② 保全修復状況の検証は、(ⅰ)各種対策手法の有効性の検証、(ⅱ)整備・管理体

制の検証 のいわゆるハードとソフトの両面から行う。  

③ 試行の箇所としては、大雪山の典型的な各植生地帯（または各地形・地質帯）

でそれぞれ行う。植生地域の種別としては、大きくは森林帯と高山帯の２つと

なるが、さらに細かくは、針広混交林、ダケカンバ林、ハイマツ群落、高山風

衝地、高山砂礫地、雪田植生、湿原植生に分類できる。 

④ 検証に際し、当初はきめ細かな現場でのモニタリングが必要であることや、モ

デル箇所として見学者が訪れること等を考え、試行箇所は比較的アクセスが容

易で荒廃が著しい場所に設定する。例外的に生態学上重要であり、荒廃程度に

関して緊急に補修の必要性が認められる場所においては、遠隔地であっても試

行検証の場所と見なし、遠隔地における補修の可能性を検証するとともに、緊

急状態に補修技法がどの程度対処できるかも検証する。 

⑤ 10 の保全修復以外でも、生態的なインパクトを改善できる可能性のあるものに

ついては積極的に試行する。 
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  ＜試行検証プロセス＞ 

実際に試行検証を行うに際しては、登山道整備の手順に従い、①荒廃箇所の抽出、

②原因の把握、③修復の目標と工法の設定、④修復実施 の順に行う。各箇所につき後々

に検証ができるようにカルテ（修復情報記録）を作成しておく。カルテは修復前に荒廃

箇所の位置、周辺の自然環境、利用状況、荒廃の要因などの情報を写真やスケッチと共

にまず記録し、修復目標や修復工法を明確にしてから、修復直後の写真やスケッチを残

しておく。修復後１年、３年、５年をめどに修復箇所の追跡モニタリング調査を行い、

修復が目標に達しているかの検証を行う。 

なお写真撮影については、ステレオ解析を行うことにより３次元の形状計測が可能

となるよう、平行する 2 点からデジタル写真を撮ることがのぞましい。 

また、これ以外に異常な降雨や積雪など災害的な気象があった場合には、速やかに

修復箇所のモニタリングを行う。これらの一連のプロセスを行う事によって、統一的な

基準で試行検証が行われ共通の理解と対策が得られる。 

さらに、これらを行うためには、作業員の事前のトレーニングが重要であり、トレ

ーニングのプログラムもこうした流れに沿って作成する必要がある。 

アメリカ及びオーストラリア等では浸食の状況を得点化する技術の紹介が行われて

いるが、大雪山で得点化する方法についても今後検討していく必要がある。 

＜実施重点エリア＞ 

試行検証を行う場所については、現状で既に試行検証を始めている上川町や、試行

検証の体制を作りやすい状況にある東川町および上士幌町などが適当と考えられる。前

節に述べた整備・管理体制を整えつつ行っていくことが必要であるが、特に上川町や東

川町は、過去から現在にかけて、研究者および管理水準検討会現地調査などによる試行

検証を支える科学的データが蓄積されつつあることも特筆すべきことである。具体的な

候補エリアとしては下記の地域が考えられる。（別添付地図参照） 

この中で愛山渓～裾合平～姿見、姿見～旭岳～中岳温泉、松仙園は先の「大雪山国

立公園における登山道の管理水準検討会」のモデル地区でもあり、ここでの試行検証は

今後の大雪山登山道の管理水準と呼応することになるので重点エリアと考えられる。 

（表大雪地域） 

・ 上川町：愛山渓周辺、松仙園周辺、黒岳～お鉢周辺、高原沼周辺、沼ノ原登山口

（ｸﾁｬﾝﾍﾞﾂ）～沼ノ原、北海平～白雲小屋、銀泉台～赤岳、高原温泉～緑岳、ヒザ

ゴ沼 

・ 東川町：天女ヶ原周辺、湧駒別温泉周回路、湧駒別温泉～天人峡、姿見～裾合平

～中岳温泉～中岳分岐、間宮岳～中岳分岐 

（東大雪地域） 

・ 上士幌町：ニペソツ山杉沢登山口～天狗ノコル、ウペペサンケ山 
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＜タイプ別モデル実施地点＞ 

前述のエリアにおいて、10 タイプの試行検証のモデル地点を以下に挙げる。 

１）枝葉・ササ（含むハイマツ帯）等でヤブ化している箇所、倒木箇所 

（森林帯）愛山渓～三十三曲、愛山渓～松仙園、湧駒別温泉周回路、旭岳～天人峡、

ニペソツ山杉沢登山口～天狗ノコル、ウペペサンケ山 

（高山帯）裾合平周辺、北海平～白雲小屋、当麻乗越～沼の平 

２）樹木の根が裸出し、土壌の流亡が生じている箇所 

（森林帯）愛山渓～三十三曲、愛山渓～松仙園、沼ノ原登山口（ｸﾁｬﾝﾍﾞﾂ）～沼ノ原 

（高山帯）裾合平周辺、北海平～白雲小屋 

３）ぬかるみ化している箇所 

（森林帯）愛山渓、松仙園、天女ヶ原 

（高山帯）裾合平周辺、沼の平周辺 

４）水路化して土壌の流出・浸食が進む箇所（緩勾配部） 

（森林帯）愛山渓、天女ヶ原、沼ノ原登山口（ｸﾁｬﾝﾍﾞﾂ）～沼ノ原 

（高山帯）黒岳石室～北鎮岳、裾合平、当麻乗越～沼の平、ヒサゴ沼 

５）ガリー化が進行し、段差が生じている箇所（急勾配部） 

（森林帯）沼ノ原登山口（ｸﾁｬﾝﾍﾞﾂ）～沼ノ原、銀泉台～赤岳 

（高山帯）黒岳石室～赤石沢、間宮岳～中岳、北海平～白雲小屋 

６）複線化や拡幅が進み土壌の流出が進行する箇所 

（森林帯）銀泉台～赤岳、沼ノ原登山口（ｸﾁｬﾝﾍﾞﾂ）～沼ノ原 

（高山帯）裾合平、黒岳石室～北鎮岳 

７）トラバースルートで水路化している箇所 

（森林帯）旭岳～天人峡 

（高山帯）裾合平、北海平～白雲小屋、銀泉台（第１花園）、ヒサゴ沼 

８）尾根部で稜線上の水がたまり浸食が進む箇所 

（森林帯）－ニペソツ山（天狗のコル周辺） 

（高山帯）間宮岳～中岳分岐 

９）湿原、草地等で植生の保護が必要な箇所 

（森林帯）高原沼、松仙園、天女ヶ原 

（高山帯）沼ノ原、沼の平、緑岳第１花園周辺、ヒサゴ沼 

10）観光利用者等の通行がある箇所 

（森林帯）高原沼、湧駒別温泉周回線、黒岳７合目周辺 

（高山帯）姿見周辺 
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図 41 表大雪地域における試行検証の候 

)

2km 2 0 4 

N 

登山道 

舗装車道 

未舗装車道 

管理水準検討ﾓﾃﾞﾙ地区 

試行工法分類 

試行検証エリア 

①、⑤ 

⑤ 

① 

② 

③ 

④ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

⑩ ⑨ 

① 

⑤ 

② 

③ 

④ 

⑦ 
⑥ 

⑩ 

⑨ 
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② 荒廃の原因およびその対策に関する統一した理解と技術的裏づけの確保 

① 保全修復箇所の生態および法規制等に対する理解 

③ 作業員による過剰整備の回避 

（３）登山道の保全修復に係る作業員のトレーニング 
試行検証および登山道の保全修復に際しては、保全修復に携わる作業員のトレーニ

ングが重要である。作業員のトレーニングにあたっては以下に留意することが重要であ

る。 

① 保全修復箇所の生態および法規制等に対する理解 

② 荒廃の原因およびその対策に関する統一した理解と技術的裏づけの確保 

③ 作業員による過剰整備の回避 

④ モニタリングのための統一した登山道情報の蓄積と共有 

⑤ 作業員の安全確保 

 

 

 

大雪山においては、保全修復箇所は多くの場所で特有な生態（地形、地質、動植物

など）が存在しているため、まずこれらの生態を十分に理解し、荒廃に伴う現状での生

態的なインパクトの度合いを把握する必要があるばかりか、整備・補修に伴って生じる

新たなインパクトの度合いも予想しておく必要がある。一方、これとは別に現地には法

規制等（特別保護地域や天然記念物指定）が掛かっており、こうした場所での作業行為

自体が厳しく制限されている事も考慮する必要がある。登山道の保全修復には法規制等

によって予め許認可等が必要であり、国立公園管理者や土地管理者と十分調整を図りつ

つ進める必要がある。 

 

 

荒廃した登山道の整備・補修には先ずその原因を把握する必要がある。荒廃の多く

は融雪水や降雨による浸食と登山者の踏圧との複合が原因であり、その箇所での出水量

のおおよその把握からはじまり、マクロ的には平面的な流水の挙動と縦断的な変化の把

握、およびミクロ的にはその荒廃箇所の横断方向への浸食状況等の体系的な把握が必要

である。 

このような原因の把握と分析は室内の研修だけでなく現場でのトレーニングを加え

る事によって養成されるものである。また保全修復技術についても、荒廃原因の理解の

上に成り立っているので、室内研修と現地実習による一連のトレーニングが必要である。 

 

 

トレーニングを受けた作業員においては、技術を駆使して補修を行ないたいという

衝動のあまり、過剰に手を掛けることのないように注意しなければならない。本指針に

おける整備・補修の基本は「自然的な素材を用いて、自然のメカニズムに応じた、必要
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④ モニタリングのための統一した登山道情報の蓄積と共有 

⑤ 作業員の安全確保 

最小限の手入れを行う」事であるので、この点をトレーニングによって徹底する必要が

ある。必要最小限での整備を行う技術の蓄積は経験の深さによって左右されるものでは

あるが、トレーニングによっても補う事は可能と考えられる。 

一方、こうした作業員による登山道の補修は、一般登山者の善意による模倣的補修

につながる懸念がある。登山道補修が統一的なトレーニングの上に成り立っていること、

および模倣的な行為が生態的に悪影響を及ぼす事を利用者に知らせる事は重要であり、

補修状況についての情報提供も必要となる。 

 

 

作業者は保全修復後のモニタリングのために、保全修復前の周辺環境や荒廃の原因

を把握し記録しておく必要がある。また、補修に当たっての目標の設定と用いた修復技

術を明確に残しておく必要もある。これらは施工前および補修直後の写真やスケッチと

ともにカルテに記録することが求められる。 

 

 

登山道の補修以上に作業員の安全確保が求められる。現場ではチェーンソー、バー

ル、ノミ、ハンマーなどを使い、重量のある丸太や石を多用するので作業中の事故が起

こりやすい状況にある。作業の安全確保のためには、服装、道具の適正な保守および使

用方法、作業時の声掛け方法、事故時の救急体制や連絡体制などもトレーニングの中に

含まれなければならない。一般的な安全管理の話から、事故時の対処方法まで系統的な

トレーニングを行った後に作業を開始することが必須である。 
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＜登山道整備トレーニングカリキュラム（参考例）＞ 

具体的な作業員のトレーニングとしては、荒廃の原因と対策についての室内研修と

現地実習の組み合わせで行う（この間で安全講習、モニタリング技術の取得も含む）。 

現地実習に当たって、登山道は狭く、1 箇所に集まって作業や説明を聞くのは物理的

に限界があることに配慮する。また、補修の経験者がいる場合には、経験者にリーダー

的な役割を与える事も考えられる。 

前述したトレーニングの重点項目に従うと、以下のようなトレーニングカリキュラ

ムが考えられる。これらのカリキュラムは年月を重ねて、改良されるべきものである。 

 

＜室内研修項目＞ 

① 大雪山国立公園の自然環境特性と国立公園の概要 

② 大雪山国立公園の諸問題と特に登山道荒廃の実態について 

③ 登山道荒廃の原因と対策について（浸食のメカニズム、タイプ別保全修復工法等） 

④ モニタリング手法について 

＜現場実習項目＞ 

① 補修道具や機器の使い方およびメンテナンス方法の実習 

② 安全対策の実習 

③ トレーニングチーム編成とリーダシップの実習 

④ タイプ別保全修復工法について試行実習 

⑤ モニタリングのための記録の実習 

＜期間＞ 

実習の効率性、効果を考慮して、３日～５日程度の期間連続して行う。 

＜人員構成＞ 

○ １作業グループ８名～１０名程度で構成 

○ １グループに対して管理水準、整備技術指針の内容および具体的な作業の指

導・監督ができるスタッフが２名程度（補助を含む）を確保 

○ グループは多くても３グループ（３０人以下）までが望ましい。 

○ その他登山利用者の安全誘導等サポートスタッフを準備 

 

 

 本技術指針に使用している図（提供者名のないものは、平成１６年度に北海道地方環

境事務所から株式会社プレック研究所への請負業務において作成したものである。 
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